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令和２年第２回久万高原町議会定例会 

令和２年３月６日 

○議事日程 

  令和２年３月６日午前９時５４分開議 

 日程第１  報告第 ２号 損害賠償に係る和解及び損害賠償額の専決処分の報告につ 

              いて 

 日程第２  報告第 ３号 工事変更請負契約の締結に関する専決処分の報告について 

 日程第３  議案第 ４号 上浮穴高等学校学生寮設置条例の制定について 

 日程第４  議案第 ５号 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例 

              の整理に関する条例の制定について 

 日程第５  議案第 ６号 久万高原町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する 

              条例の制定について 

 日程第６  議案第 ７号 久万高原町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正す 

              る条例の制定について 

 日程第７  議案第 ８号 久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する 

              条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第８  議案第 ９号 久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁 

              償支給条例及び久万高原町特別職の職員で常勤のものの給 

              与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

              いて 

 日程第９  議案第１０号 久万高原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

              の制定について 

 日程第10  議案第１１号 久万高原町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す 

              る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第11  議案第１２号 久万高原町直瀬ふもと友愛館条例の一部を改正する条例の 

              制定について 

 日程第12  議案第１３号 久万高原町直売所条例の一部を改正する条例の制定につい 

              て 

 日程第13  議案第１４号 久万高原町国民宿舎古岩屋荘条例の一部を改正する条例の 

              制定について 



 

－ 2 － 

 日程第14  議案第１５号 久万高原町営住宅条例の一部を改正する条例の制定につい 

              て 

 日程第15  議案第１６号 令和元年度久万高原町一般会計補正予算（第５号） 

 日程第16  議案第１７号 令和元年度久万高原町国民健康保険事業特別会計補正予算 

              （第３号） 

 日程第17  議案第１８号 令和元年度久万高原町国民健康保険診療所事業特別会計補 

              正予算（第２号） 

 日程第18  議案第１９号 令和元年度久万高原町後期高齢者医療保険事業特別会計補 

              正予算（第１号） 

 日程第19  議案第２０号 令和元年度久万高原町介護保険事業特別会計補正予算 

              （第３号） 

 日程第20  議案第２１号 令和元年度久万高原町訪問看護事業特別会計補正予算 

              （第３号） 

 日程第21  議案第２２号 令和元年度久万高原町農業集落排水事業特別会計補正予算 

              （第２号） 

 日程第22  議案第２３号 令和元年度久万高原町公共下水道事業特別会計補正予算 

              （第１号） 

 日程第23  議案第２４号 令和元年度久万高原町浄化槽事業特別会計補正予算 

              （第２号） 

 日程第24  議案第２５号 令和元年度久万高原町分譲宅地造成事業特別会計補正予算 

              （第１号） 

 日程第25  議案第２６号 令和元年度久万高原町立病院事業会計補正予算（第３号） 

 日程第26  議案第２７号 令和元年度久万高原町立老人保健施設事業会計補正予算 

              （第１号） 

 日程第27  議案第２８号 令和２年度久万高原町一般会計予算 

 日程第28  議案第２９号 令和２年度久万高原町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第29  議案第３０号 令和２年度久万高原町国民健康保険診療所事業特別会計予 

              算 

 日程第30  議案第３１号 令和２年度久万高原町後期高齢者医療保険事業特別会計予 

              算 
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 日程第31  議案第３２号 令和２年度久万高原町介護保険事業特別会計予算 

 日程第32  議案第３３号 令和２年度久万高原町訪問看護事業特別会計予算 

 日程第33  議案第３４号 令和２年度久万高原町農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第34  議案第３５号 令和２年度久万高原町公共下水道事業特別会計予算 

 日程第35  議案第３６号 令和２年度久万高原町浄化槽事業特別会計予算 

 日程第36  議案第３７号 令和２年度久万高原町凶荒予備事業特別会計予算 

 日程第37  議案第３８号 令和２年度久万高原町分譲宅地造成事業特別会計予算 

 日程第38  議案第３９号 令和２年度久万高原町立病院事業会計予算 

 日程第39  議案第４０号 令和２年度久万高原町立老人保健施設事業会計予算 

 日程第40  議案第４１号 令和２年度久万高原町簡易水道事業会計予算 

 日程第41  議案第４２号 農村集落古味多目的施設の指定管理者の指定について 

 日程第42  議案第４３号 久万高原町おもごふるさと市場・久万高原町面河特産品開 

              発センターの指定管理者の指定について 

 日程第43  議案第４４号 町道路線の認定について 

 日程第44  議案第４５号 町道路線の変更について 

 日程第45  議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程と同じ 

 

○出席議員（１２名） 

   １番  髙 橋 末 廣         ２番  岡 部 史 夫 

   ３番  天 野 辰 晴         ４番  田 村 昭 子 

   ５番  川 崎 勝 弘         ６番  熊 代 祐 己 

   ７番  玉 井 春 鬼         ８番  瀧 野   志 

   ９番  大 原 貴 明         10番  中 野 克 仁 

   11番                  12番  中 川 武 志 

   13番  日 野 明 勅 

 

○欠席議員（０名） 
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○説明のため出席した者 

 町 長  河 野 忠 康    副 町 長  髙 山 稔 明 

 教 育 長  小 野 敏 信    総 務 課 長  佐 藤 理 昭 

 総務課総合戦略監兼  田 村 裕 子    保 健 福 祉 課 長  西 森 建 次  

 情報政策推進室長 

 建 設 課 長  猪 上 浩 明    環 境 整 備 課 長  釣 井 好 春 

 林 業 戦 略 課 長  菅   隆 則    住 民 課 長   林   克 也 

 ふるさと創生課長  木 下 勝 也    農 業 戦 略 課 長   篠 﨑 慶 太 

 会 計 管 理 者  中 川 茂 俊    病院事業等統括事務長  渡 部 定 明 

 教育委員会事務局長  辻 本 元 一    消防本部消防長  高 野   貢 

 代 表 監 査 委 員  菅   洋 志 

 

○議会事務局 

 事 務 局 長  山 下 元 司 
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事 務 局  （朝 礼） 

 

議  長  本日の出席議員は１２名です。 

定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。 

                         （午前９時５４分） 

 

議  長  冒頭でありますが、昨日の髙橋議員の一般質問に対しまして、町長の答弁の

中に、訂正をしていただくことが、町長のほうから申し出がありました。 

その件につきまして、町長のほうから答弁をひとつよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

（河野町長を指名） 

 

町  長  開会前にお時間をいただきまして、陳謝申し上げたいと思います。 

昨日の一般質問の中で、髙橋議員から質問をいただきましたけれども、その

髙橋議員に対する答弁と、また一部議員から質問がありました答弁、他意は全

くないのですけれども、髙橋議員に大変不快な、不信感を抱かすような答弁に

なりましたこと、この場をお借りしておわびを申し上げたいと思っております。 

もとよりこの一般質問の大事さというのは、私たち理事者と、それから議員

の皆様方の大事な政策論争の場でございまして、改めてその重要さを認識しな

がら、これから今後、発言に関しては、十分に配慮をしながら、誤解を受ける

ことがないように、気をつけてまいりたいと思います。 

この場をお借りしておわびを申し上げ、髙橋議員に不快な思いをさせてしま

いましたこと、改めて重ねて陳謝申し上げ、お許しをいただきたいと思います。 

以上でございます。ありがとうございます。 

 

議  長  ただいま河野町長のほうから、さきの答弁につきまして、陳謝の言葉があり

ました。 

この件について、御異議ございませんか。 
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（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

 

議  長  議事を再開いたします。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

議  長  日程第１、報告第２号「損害賠償に係る和解及び損害賠償額の専決処分の報

告について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

報告第２号は、総務文教厚生常任委員会に付託し、審査することにしたいと

思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、報告第２号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決定



 

－ 7 － 

をいたしました。 

 

議  長  日程第２、報告第３号「工事変更請負契約の締結に関する専決処分の報告に

ついて」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（猪上建設課長を指名） 

 

猪上課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

報告第３号は、産業建設常任委員会に付託し、審査することとしたいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、報告第３号は、産業建設常任委員会に付託することに決定をい

たしました。 

 

議  長  日程第３、議案第４号「上浮穴高等学校学生寮設置条例の制定について」を

議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 
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（辻本教育委員会事務局長を指名） 

 

辻本局長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

議案第４号は、総務文教厚生常任委員会に付託し、審査することにしたいと

思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決定

をいたしました。 

 

議  長  日程第４、議案第５号「地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例の制定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  議案に基づき説明 
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議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第５号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第５号「地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整理を関する条例の制定について」は、原案のとおり可決いたしま

した。 

 

議  長  日程第５、議案第６号「久万高原町固定資産評価審査委員会の条例の一部を

改正する条例の制定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（佐藤総務課長を指名） 
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佐藤課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第６号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決定

をいたしました。 

 

議  長  日程第６、議案第７号「久万高原町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を

改正する条例の制定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 
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（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第７号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第７号「久万高原町職員の服務の宣誓に関する条例の一部

を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決いたしました。 

 

議  長  日程第７、議案第８号から日程第９、議案第１０号までの条例の一部を改正

する条例の制定に関する３件を一括議題としたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第８号から議案第１０号までの条例の一部を改正する条例

の制定に関する３件を一括議題とすることに決定をいたしました。 

提案理由の説明を求めます。 
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（佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑については、１件ずつ行います。 

議案第８号「久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  会計年度任用職員の関係の条例の関係ですけれども、要綱で設置されている

委員会等が、附属機関に該当する場合に、設置根拠の条例等はあるんでしょう

か。 

 

議  長  理事者の答弁を求めます。 

 

（佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  町におきましては、委員会の設置はございません。 

 

議  長  （岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  町においては、委員会の設置がないということは、地公法で定めるそれぞれ

の特別職とか、さまざまな形で分類があると思います。 

そういった中で、今回、特に要綱に根拠のある委員会等の構成員、これらの

方が、場合によっては執行機関の附属機関である委員及び委員会の構成員とし

て分類される場合がある。あるいは、会計年度任用職員になる場合、それぞれ
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あります。 

ですから、今、お聞きしているのは、今回の会計年度任用職員に分類する前

段において、町のそれぞれ要綱があろうと思いますけれども、要綱で何々委員

というのがあろうと思うんですけれども、そういった要綱に規定している委員

会の構成員が附属機関に該当する場合は、設置根拠条例が必要であるというふ

うになっておりますけれども、そこで設置根拠条例があるかないかをお聞きし

たんです。 

 

議  長  休憩します。                  （午前１０時２６分） 

 

（休 憩） 

 

議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。       （午前１０時３１分） 

理事者の答弁を求めます。 

 

（佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  岡部議員の御質問の件でございますが、手元に詳細な根拠法令、規定等ござ

いませんので、もう一度確認をして、常任委員会で御報告、答弁をさせていた

だくということでよろしいでしょうか。 

 

議  長  岡部議員、よろしいですか。 

 

（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  私、常任委員会の中に入っておりませんが、そこらあたりはどうしましょう。

私が質問したことについて、私がいないところで報告されるということになる

んですけれども。 

現状としては、そういう方法になろうとは思いますが。 

その後、関連した質問があるんですけれども、しっかりとした質疑応答をお
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願いしたいというふうに思います。 

最後に、くくりとしてお聞きしたかったのは、要は今回の会計年度任用職員

に移行することで、従前の雇われていた方が、移行することによって、可処分

所得が下がる可能性があるのではないかと危惧をしております。 

当然、日ごろから言われておりますように、人材確保は喫緊の課題であると

認識しているはずだと思います。実施前と比べて可処分所得が下がらないよう

にすべきであると思いますけれども、その辺は問題ないんでしょうか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  岡部議員の質疑にお答えをいたします。 

今回の会計年度任用職員への移行に伴って、現在までの臨時職員の一つ一つ

の職種についても確認をした上で、可処分所得が下がらないような検討は、一

つ一つ行っております。 

なお、再度、確認をして、適切に対応していきたいと思います。 

 

議  長  岡部議員の本件に関する質疑は既に３回になりましたが、会議規則第５５条

ただし書きの規定によって特に発言を許します。 

 

（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  そういうことにならないようにと、総務課長の答弁でございましたので、し

っかりとそれを守っていただきたいと思います。 

このことについては、実際、私のほうへも声が届いておりますけれども、実

際、現在の現場では、非常にどこまで声が届いているかわかりませんが、混乱

をしているようです。 

ですから、場合によっては、職替えするような方も、ひょっとしたらいらっ

しゃるかもしれない。だから、丁寧な、しっかりとした説明、そして大切な人

材を失わない、そして職員に混乱を来さないような、そういう指導をいち早く

お願いして、質問を終わります。 
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議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  岡部議員の質疑にお答えをいたします。 

この制度の運用につきましては、従来からそれぞれ担当課を通して、しっか

りと説明をするようにということにしてございますが、なおもう一度、４月１

日からの採用に当たり、それぞれの該当の方が不安がないように、適切に対処

してまいりたいと思います。 

 

議  長  ほかにありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第８号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決定

をいたしました。 

 

議  長  議案第９号「久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支

給条例及び久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例の制定について」、質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

 

（なしの声） 
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議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第９号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決定

をいたしました。 

 

議  長  議案第１０号「久万高原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１０号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をいたしました。 

 

議  長  日程第１０、議案第１１号「久万高原町放課後児童健全育成事業の設備及び
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運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題

とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（西森保健福祉課長を指名） 

 

西森課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第１１号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１１号「久万高原町放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、原
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案のとおり可決いたしました。 

 

議  長  日程第１１、議案第１２号から日程第１４、議案第１５号までの、条例の一

部を改正する条例の制定に関する４件を一括議題としたいと思いますが、御異

議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１２号から議案第１５号までの条例の一部を改正する条

例の制定に関する４件を一括議題とすることに決定をいたしました。 

 

議  長  提案理由の説明を求めます。 

 

（篠﨑農業戦略課長を指名） 

 

篠﨑課長  議案に基づき説明 

 

議  長  続いて、提案理由の説明を求めます。 

 

（木下ふるさと創生課長を指名） 

 

木下課長  議案に基づき説明 

 

議  長  続いて、提案理由の説明を求めます。 

 

（猪上建設課長を指名） 

 

猪上課長  議案に基づき説明 
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議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑については１件ずつ行います。 

議案第１２号「久万高原町直瀬ふもと友愛館条例の一部を改正する条例の制

定について」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  ちょっとお聞きしますが、年間利用者はどれぐらいおいでますか。 

 

議  長  （篠﨑農業戦略課長を指名） 

 

篠﨑課長  瀧野議員の質疑にお答えいたします。 

平成３０年度で、年間利用者１，３１０人でございます。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  それぞれに５０円値上げですが、それで経営は成り立つんでしょうか。 

 

議  長  （篠﨑農業戦略課長を指名） 

 

篠﨑課長  現在の燃料の高騰から見ますと、従前と同じぐらいの燃料代が補填できると

いうふうに考えております。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  地域に指定管理をされておると思いますが、この施設が本当に必要であると

思うのであれば、料金を５０円上げただけでは、経営改善にはならないと。 

そういうことであれば、補助金を増額するとか、そういった考え方はなかっ

たんですか。 
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議  長  （篠﨑農業戦略課長を指名） 

 

篠﨑課長  指定管理料というものがございますけれども、ここにつきましては、前回、

４年前ですか、そこはちょっと記憶は確かではないんですけれども３０万円か

ら６０万円に増額したという経緯もございます。それで運用もいただいている

という状況でございます。 

 

議  長  瀧野議員の本件に関する質疑は既に３回になりましたが、会議規則第５５条

ただし書きの規定によって、特に発言を許します。 

 

（瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  いろいろな役割を担っておると思うのですね。地域のコミュニティーであっ

たり、都市と農村の交流であったり。そういった中で、結構古い建物であるの

かなと。 

そこら辺についても、ただ指定管理料３０万を６０万に上げた、それもそん

なに遠いことではない、最近のことだと思いますが、地域と話して、しっかり

とした経営ができるようなやり方を、担当課としたら値上げだけで対応するの

ではなしに、今後については、しっかりした考え方を持つべきだと思いますが、

どうですか。 

 

議  長  （篠﨑農業戦略課長を指名） 

 

篠﨑課長  瀧野議員言われますとおり、ふもと友愛館、地元の有志によって経営されて

いる、伝統のある温泉でございます。町内数少ない温泉でございます。地域の

振興という意味も含めまして、理事者とも相談させていただきながら、少しで

も地域が盛り上がる施策について、検討させていただきたいというふうに考え

ております。 
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議  長  ほかにありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

お諮りします。 

議案第１２号は、産業建設常任委員会に付託し、審査することにしたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１２号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

いたしました。 

 

議  長  議案第１３号「久万高原町直売所条例の一部を改正する条例の制定につい

て」、質疑をされる方はございませんか。 

 

（中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  資料を見せていただいていますと、附則というふうな。あと、この附則は久

万高原町直売所条例、平成１７年条例の第８１号の附則ですか。 

 

議  長  （木下ふるさと創生課長を指名） 

 

木下課長  中野議員の質疑にお答えいたします。 

直売所条例につきましては、平成１７年条例第８１号ということでございま

す。今回の附則につきましては、直売所条例の改正に伴い、また農村活性セン

ター美川の条例も、あわせて改正する必要があるというふうなところで、兼ね

合いがあるというふうなところで、改正を附則で行っているものでございます。 
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この附則につきましては、本条例のとくになるものでございます。 

 

議  長  （中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  ということでしたら、附則の中でほかの久万高原町農村活性センターみかわ

の条例を改正するということで、一括でやりよるんですが、これは違う条例で

あれば、別々の議案として提出するべきではないかと感じたんですけれども、

どんなんでしょうか。 

 

議  長  （木下ふるさと創生課長を指名） 

 

木下課長  中野議員の質疑にお答えいたします。 

この条例改正につきましては、担当課とも協議の上、こういう条例改正の方

式でできるということで、今回、提案をさせていただいております。 

以上です。 

 

議  長  よろしいですか。 

ほかに。 

 

（髙橋末廣議員を指名） 

 

髙橋議員  条例に関することではないんですが、美川ふるさと市がいろいろなことで、

今度新しくなって、方式でいったら、今までやってきた美川ふるさと市方式か

ら、だいたいさんさん方式に変わってくるんではないかというふうに思います。 

そのことに関しては、担当が各地区を分けて、出荷予定者について説明はい

たしておりますが、ただ、かなり変更があるということで、特に高齢者の出荷

者がいろいろ不安を感じておるという声が聞こえてきます。 

何を言うても、この産直市については、出荷者がしっかり出荷していただく

ことが基本だというふうに思いますので、今後の、いろいろな移行をする際に

おいて、十分、その現場の中でも、事前の報告以外、その中でも、実施する中
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で、じっくり、しっかりとこの辺のことの移行のことについての徹底というか、

親切に指導していただいて、不安のないような出荷体制を組んでいただきたい

というふうに思いますが、いかがでしょうか。 

 

議  長  （木下ふるさと創生課長を指名） 

 

木下課長  髙橋議員の御質疑にお答えいたします。 

美川ふるさと市につきましては、従前から出荷者の組織をおかれておりまし

て、それぞれ活発に活動をされていたと思います。 

移行につきましても、既にそれぞれの地区内で説明会を終わりまして、今、

新たな施設での出荷者につきまして、登録を行っている途中でございます。ま

とまりましたら、またそれぞれの会員さんにも、丁寧に説明もさせていただき

ますし、それからまた、あわせてまだ御登録いただけてない方にも、引き続き

丁寧な説明等も行いながら、多くの方に出荷をいただきますよう、努めてまい

りたいと思います。 

また、いろいろな場で集出荷の関係につきましても、いろいろな御意見もい

ただいておりますので、それらについても、あわせて検討を進めていきたいと

いうふうに考えております。 

 

議  長  髙橋議員、よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

お諮りします。 

議案第１３号は、産業建設常任委員会に付託し、審査することにしたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 
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議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１３号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

いたしました。 

 

議  長  議案第１４号「久万高原町国民宿舎古岩屋荘条例の一部を改正する条例の制

定について」、質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

議案第１４号は、産業建設常任委員会に付託し、審査することにしたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１４号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

しました。 

 

議  長  議案第１５号「久万高原町営住宅条例の一部を改正する条例の制定につい

て」、質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

議案第１５号は、産業建設常任委員会に付託し、審査することにしたいと思

いますが、御異議ありませんか。 
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（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１５号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

いたしました。 

ここで１０分間、休憩いたします。        （午前１０時５９分） 

 

（休 憩） 

 

議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。       （午前１１時０９分） 

 

議  長  日程第１５、議案第１６号「令和元年度久万高原町一般会計補正予算（第５

号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  議案に基づき歳入・全般説明 

議案に基づき歳出説明 

（１款１項 目） 

（２款１項 目） 

（２款２項 目） 

（２款３項 目） 

（３款１項 目） 

（４款１項 目） 

（４款２項 目） 

（６款１項 目） 

（６款２項 目） 

（７款１項 目） 



 

－ 26 － 

（８款１項 目） 

（８款２項 目） 

（８款３項 目） 

（８款４項 目） 

（９款１項 目） 

（１０款１項 目） 

（１０款４項 目） 

（１０款５項 目） 

（１０款６項 目） 

（１１款１項 目） 

（１１款２項 目） 

（１２款１項 目） 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  ちょうど当初予算の前の補正ということでお聞きをしますが、３０年度から

は公会計云々について、いろいろと検討されてきたと思いますし、２９年度に

財務書類４表が出ております。 

決算においても公会計、一般の会計事務、複式簿記に近い企業会計あたりに

移行するべきだというような話をやってきたと思いますし、固定資産台帳の整

理をして、橋であるとか道路であるとか、全ての固定資産の把握ができて、そ

れぞれが将来、どれぐらいの修繕費が要るのか、それとも何年には廃棄をすべ

きか、そこら辺について、きっちりとした台帳ができていないと、本来ですと、

公会計に移行することはできないというふうに思いますが、このことについて

はどんなんですかね。 

以前にも質問させていただきましたが、町として、どのような考え方を持っ
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ておいでるのか。 

ちょうど総合計画についても関係してくると思うので、答弁をいただいたら

と思います。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  瀧野議員の質疑にお答えをいたします。 

固定資産台帳の整備につきましては、先ほど、瀧野議員の質疑にもありまし

たように、公会計の決算の状況については、毎年度、町の決算、それから国に

報告をいたします決算に合わせて、公会計の形で決算をして、議員各位にも、

でき次第、説明をさせていただいております。 

固定資産台帳につきましては、本年度、それから来年度２カ年をかけて、そ

れぞれ施設ごとの除却、あるいは更新、継続、そういったところを判断をして

いこうと、計画を立てようということで、今、２年間で行ってございます。 

ちょうど１年目が終わるところでございまして、それについては、令和２年

度に、今言いましたように、施設ごとの方針を出した計画を策定する予定でご

ざいます。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  以前からそのような答弁をいただいておるのですが、貸借対照表であったり、

それぞれの行政コストの計算書であったり、財務諸表については、町民の皆さ

んが見ても一目でわかるような形にしていかなければいけないし、平成２６年

のときに、３５年からは久万高原町の財政については、大変厳しくなるという

ような答えが出ておるわけで、本当に財政的に大変な時期が来たとすると、応

分の負担をどうしても町民の皆さんからもいただかないといけないようなこと

になるし、各種料金、保険料当たりについても、値上げをせないかんようにな

ったり、そういうことになると、大変なことであるというふうに思うので、し

っかりとした方がおいでる間に、そういうふうなことについても、早く改正さ

れて、町の経営が一目瞭然に見えるような形に、これもこうせないかんとかい
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うようなことやなしに、町民の皆さん誰が見ても、安心やなということがわか

るような財務体制をちゃんとしくべきやというふうに思うんです。その点はど

うでしょうかね。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  瀧野議員の質疑にお答えをいたします。 

これまでも、町の決算でありますとか、決算統計、それから公会計、財務４

表の公表はしてきておりますけれども、今言われましたように、町民の皆さん

にさらにわかりやすい方法で公表をしていきたいというふうに思っております。 

やはりその中で、将来をしっかり見通して、昨日からの御意見もありますよ

うに、持続可能な財政運営というところが、非常に今後の一番大事になってく

るとございますので、そのあたりも含めて、町民の皆様には、可能な限りわか

りやすく説明をしていきたいと思います。 

 

議  長  ほかに質疑ありませんか。 

 

（中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  非常に大局的な質問の後で、ちょっと細かいことにいくわけでございますが、

この後、控えております一般会計の来年度予算の審議の参考にしたいので、ち

ょっとお伺いしたいんです。 

２款のシングル子育て家庭移住支援事業の支度金業務委託料及び補助金を減

額します。それから、移住促進に係る住環境整備支援事業補助金を減額します

ということですが、減額に至った経緯を教えてください。 

 

議  長  （木下ふるさと創生課長を指名） 

 

木下課長  中野議員の質疑にお答えいたします。 

初めに、シングル子育て家庭移住支援事業の関係でございますけれども、全
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国的に募集をさせていただきましたけれども、問い合わせ等はあったわけです

けれども、実際の応募はなかったということでございます。 

また、移住促進に係る住環境整備支援事業、住宅改修事業でございますけれ

ども、これにつきましても、本年度、２件の、現在、申請で事業を実施したと

いうところで、予算につきまして、残額が発生したということでございます。 

以上です。 

 

議  長  （中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  住環境整備のほうは補助ですから、自分のお金がなかったりしてできんこと

もあるかと思いますが、シングル子育ての募集に対して、実績がなかったこと

に関して、理由は研究しておりますか。 

 

議  長  （木下ふるさと創生課長を指名） 

 

木下課長  中野議員の質疑にお答えいたします。 

これにつきましては、いろいろ内容等も検討してまいりましたけれども、実

際に移住してきていただいた方のメリットといいますか、支援策等の点、ある

いは、それぞれ全国的な流れがございますが、その点についての若干の研究不

足等もあったろうかと思います。 

以上です。 

 

議  長  （中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  端的に言えば、支援が不十分で、ニーズに応えられなかったというふうに理

解しておってよろしいですか。 

 

議  長  （木下ふるさと創生課長を指名） 

 

木下課長  中野議員の質疑にお答えいたします。 
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それぞれ移住を考えられておる方に、それぞれについてメリット等も違って

くるものだとは思いますけれども、それぞれ町でできる限りの、精いっぱいの

支援策について、予定をさせていただいておったわけですけれども、それにつ

いて、若干、魅力が足りなかったのかなという点もあろうかと思います。 

 

議  長  よろしいですか。 

ほかに。 

 

（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  保健福祉関係になろうかと思いますけれども、消費税の増税関係、それに関

連する対策として、プレミアム券の交付事業があったかと思います。 

この実施において、もう既に３月に入っておるわけでございますけれども、

数字も出ておろうかと思います。現在まとめている状況、そして、従前のプレ

ミアム券交付と今回の交付と比較して、どのような課題が浮かび上がってきて

いるのかも、答弁をいただければと思います。 

 

議  長  （西森保健福祉課長を指名） 

 

西森課長  岡部議員の質疑にお答えいたします。 

プレミアム商品券ですが、現在は、今のところ、４０％の実績であります。

これにつきましては、今回のプレミアム商品券につきましては、子育て世帯と、

それと高齢者というふうな形でお配りさせていただいておるもので、それにつ

いても、前回と比べまして、住民の方の、全世帯ではなくて、限られた世帯へ

の配付ということになっております。 

そういうような形でありますし、５，０００円の券を購入するのに、４，０

００円を支払って２０％の利益があるというふうな形で、一人当たり２万まで

購入できまして、２万５，０００円の商品が買えるというふうな形の今回の事

業でありますが、これにつきましては、今までとは違うところは、郵便局のほ

うで買えるというようなことで、それぞれの町内各郵便局で購入をしていただ
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くという形で行っておりまして、その点は、購入先が増えたかなとは思うんで

すが、若干、高齢者の方の購入というのが、なかなか伸びない部分もありまし

て、４０％というふうな形になっております。 

これにつきましては、広報等も行いましたし、２回目の通知も行ったりして、

対策も講じてきたわけですが、全国的な形で伸びが悪かったというようなこと

であります。 

現在につきましては、２月末をもって終了というふうな形になりますので、

現在はもう券は使えないというふうな形になっております。 

以上でございます。 

 

議  長  （岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  ４０％という率、それともう一つ、最後に全国的にとかいうような答弁があ

りましたけれども、私もこの関係の委員会にかかわっております。そこで感じ

たことは、これだけ広い地域の中、そしてそこに住んでいらっしゃる対象者の

方々、そしてそこに住んでいらっしゃる方の足の問題、これは確保されていな

い。 

そして、どんどん地域の、小さな地域にあるべきお店が、どんどん消滅して

いってる、しかし役場の今回のプレミアム券交付事業を通じても、全くその地

域の住民に寄り添ったような姿勢というものは、感じられません。 

ですから、何度か申し上げましたけれども、機械的な対応に終始している。

例えば人員が足らないとか、ちょっとすればできるような、例えば職員が出向

いて行って、未登録の地域のお店の方にお願いをして、そこで登録していただ

ければ、その地域に住む周辺の方々は、プレミアム券を購入して、利用が可能

になる。そういう小さなところ、本当に寄り添った対応が、もっともっとして

いただければ、もっと数字というものは伸びたんではなかろうかなというふう

に思います。 

これは保健福祉の対応のみならず、全体的に地域の住民を意識した対応とい

うのが、今後、望まれると思いますので、十分、そこらあたりは、先ほどの持

続可能なまちづくというお話もありましたけれども、持続可能なためには、各
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部署が横連携をして、一つの目標に向かっていかなければ、いつもこんな数字

に終わってしまうような気がしてなりません。 

もっと住民に寄り添った対応をお願いしたいと思います。 

 

議  長  （西森保健福祉課長を指名） 

 

西森課長  岡部議員の質疑にお答えいたします。 

その点は今後、そういう形で、住民に寄り添った形で対応をしてまいりたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長  よろしいですか。 

ほかにありませんか。 

 

（中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  ４款のごみ処理施設解体撤去工事の減額についてですが、年度内になぜでき

なかったか、理由をお願いします。 

 

議  長  （釣井環境整備課長を指名） 

 

釣井課長  中野議員の質疑にお答えします。 

環境衛生センター、ごみ焼却施設の解体につきましては、７月の段階で入札

をしております。 

年度内の３月２５日の工期でやっておりましたが、ダイオキシンの除染等に

時間がかかったこと。それから、それ以前に、業者のほうで橋の補強、それか

ら橋の荷重について計算をしておりました。その荷重につきまして、２５トン

までの荷重であれば、大きい重機も運んでいくという方向で進めておりました

が、結局、最荷重の関係で、荷重が大きい重機を通すことができなくなりまし

た。小さい重機で解体を進めておりますが、というか解体の準備をしておりま

す。 
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今現在は、ダイオキシンの除染作業が終わりまして、ダイオキシンの調査を

している段階です。３月には解体のほうに入っていくと考えられます。 

工期につきまして、３月いっぱいなんですが、解体につきましては、業者の

準備不足等がありまして、年度内の完成は難しくなっております。 

 

議  長  （中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  ダイオキシンがあるのは、もともとわかっておったと思うんですよね、ごみ

焼却施設ですから。それと、橋の荷重の問題は、これは面河の解体作業のとき

も、こういうことで予算の決定とか、いろいろなことが遅れていったというこ

とで、工事料の増大につながっていったという、この御説明は耳にたこができ

るぐらい、何回も聞いたのに、同じ説明をまた聞いて、今までやったことは少

しも学習せずに、いろんな予算を立てて、事業を計画しよるんやろかなという

感覚を受けたんですけれども。 

何か事業を計画するときに、やっぱり年度内に実行するというふうなところ

でやられるんやったら、それなりの計画を立てて、予算を出してくる時期をし

っかりと考えられてやったほうがええと思うんですが、その点はどんなふうに

考えていますか。 

 

議  長  （釣井環境整備課長を指名） 

 

釣井課長  中野議員の質疑にお答えします。 

解体工事につきましては、設計につきましては、坊屋敷橋が、幅員が４メー

トル、１４トン荷重のものしか通ることができません。それで、実施設計にお

きましては、そういうことを考慮しまして、小さい重機での解体を設計計上し

ております。 

それを、業者の企業努力で、大きい重機を使いたいという話で、請負業者の

ほうでいろいろ検討をしてまいりました。それにつきまして、時間が若干かか

ったということもあります。 

それから、ダイオキシンの件につきましては、ダイオキシンの調査をする、



 

－ 34 － 

大野開発のほうに持ち込んでいくんですが、大野開発のほうの最終処分場のメ

ンテナンスの関係で、１０月から１２月の間、処理施設場への持ち込みができ

なかったということも、一部あります。 

全般的には、ダイオキシンの処理にちょっと時間がかかったということと、

業者のほうで橋の補強をするのか、重機を解体するのか、そこら辺の工事の方

法を決定するのにも時間がかかったという部分があると思います。 

工期につきましては、３月いっぱいということで実施しておりましたが、元

来、うちのごみ処理場の規模でありますと、標準工期として１年ぐらいかかる

というのが、標準であがっております。 

６月に発注して、工期年度内完成を目指しましたが、遅れたのが現状です。 

 

議  長  答弁は簡潔にお願いします。 

ほかに質疑ありませんか。 

 

（髙橋末廣議員を指名） 

 

髙橋議員  ２款に、ペーパーレス会議システムの構築の業務委託料の減額がありますが、

このペーパーレス会議システムの現在の進捗状況、それから今後の方針、めど

についてお聞かせください。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  髙橋議員の質疑にお答えをいたします。 

昨日の町長の行政報告にもございましたように、本町、今回のペーパーレス

のシステムにつきましては、ＬＧＷＡＮ系の情報系で、今、取り組んでござい

ます。 

ＬＧＷＡＮ系ですので、業務中心のシステムでございますので、セキュリテ

ィー、そして国が示しておりますガイドライン、そういったところから判断い

たしまして、昨日も言いましたが、無線でのペーパーレスというのは、セキュ

リティー上難しいということで、今回は２ｉｎ１という、タブレットとパソコ



 

－ 35 － 

ンが一体になった分、それで進めていこうということで、今、具体的に取り組

んでございます。 

今後の方向につきましては、さきの合同専門委員会でも説明をさせていただ

きましたけれども、議会のペーパーレスでありますとか、町のインターネット

系のペーパーレス、そういったところをしっかりと、ＬＧＷＡＮ系とどうリン

クさせていくのか、連携をとっていくのかといったところも、課題もございま

すので、今後、具体的に令和２年度に検討もしていきたいというふうに考えて

おります。 

 

議  長  髙橋議員、よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

お諮りします。 

本案については、所管の常任委員会に付託の上、審査することにしたいと思

いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１６号は、所管の常任委員会に付託することに決定いた

しました。 

ここで、昼食のため、休憩をとります。      （午前１１時４５分） 

午後は、午後１時より再開をいたします。 

 

（休 憩） 

 

議  長  午前中に引き続き、会議を開きます。       （午後 ０時５９分） 
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議  長  日程第１６、議案第１７号「令和元年度久万高原町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第３号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（林住民課長を指名） 

 

林 課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  今、クラウドの使用料という話が出ましたが、町全体、ここのクラウド使用

料が幾らなのか。それと、町全体でどれぐらい要るのか、答弁をいただきたい

と思います。 

 

議  長  （林住民課長を指名） 

 

林 課長  瀧野議員の質疑にお答えいたします。 

こちらの国保の市町村事務処理標準システムクラウド利用料につきましては、

国のほうが費用負担の軽減のために推奨をしておるものでございまして、現在、

松前町、伊方町、それに今年度から久万高原町が加わったこととなります。 

月額の使用料につきましては、当初は２５万円、一月当たりでございました

が、これは３０年度の松前町と伊方町のみが参画した場合の額でございまして、

久万高原町が新たに加わったことによりまして、１３万円、月額減額したこと

となります。 

そういったことで、今回、１５６万９，０００円の減額をしたものでござい
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ます。 

以上です。 

 

議  長  よろしいですか。 

 

（佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  瀧野議員の質疑にお答えをいたします。 

町全体のクラウド使用料、今、手元にございません。常任委員会で報告をさ

せていただいたらと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  以前から２町か３町でクラウドの利用をという話は聞いておりました。です

が、クラウド使用料もそうですけれども、それに比べて、以前からサーバーの

使用料、５０万をずっと払いよると思いますが、今も払いよりますか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  瀧野議員の質疑にお答えをいたします。 

サーバーの使用料、以前、御意見もいただいておりました質問に対して答え

たとおり、現在も使用をいたしております。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  合併以前から、年に６００万ぐらい払いよるんですかね、ということは、も

う１億も超えて払いよるわけで、早くこのことについては、解決をすべきとい

うことを何回か言わせてもらいましたが、これから新しい事業もいろいろ増え

てくると思うので、そこら辺の整理については、早く、場所の問題やエアコン

の問題や、多くの問題があるかもわからんけれども、追加が５０万といったら
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結構大きいので、その辺については、早く処理をすべきやと。 

以前に言ってからでも、何年もたっとるんで、その辺はどうですか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  瀧野議員の質疑にお答えいたします。 

以前御指摘いただいて、検討いたしますと言った後、継続的に、具体的に検

討はしております。 

そのタイミングといいますか、光が整備される状況も見ながら、それから支

所間との、そういったところも見ながら、ということでやっておりますので、

具体的に検討はして、実施に近いうちに移したいというふうに考えております。 

 

議  長  ほかに質疑ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託し、審査することにしたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１７号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定しました。 

 

議  長  日程第１７、議案第１８号「令和元年度久万高原町国民健康保険診療所事業

特別会計補正予算（第２号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 
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（渡部病院事業等統括事務長を指名） 

 

渡部事務長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託し、審査することにしたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１８号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をいたしました。 

 

議  長  日程第１８、議案第１９号「令和元年度久万高原町後期高齢者医療保険事業

特別会計補正予算（第１号）」を議題とします。 

 

瀧野議員  議会運営上の問題で、議案の理由については述べていただいて結構ですが、

説明が重なる場合は、議案概要書がせっかくあるわけですから、議案概要書で

進めていただいたらと思いますが、諮ってください。 

 

議  長  今、瀧野議員のほうから提案がありました、議案概要書を中心に答弁をして
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いただきたいというふうな意見がありました。 

これについて、執行部のほう。 

皆さん、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

では、議案概要書を中心に説明を。 

 

議  長  次に移ります。 

日程第１８、議案第１９号「令和元年度久万高原町後期高齢者医療保険事業

特別会計補正予算（第１号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（林住民課長を指名） 

 

林 課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託し、審査することにしたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 
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議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１９号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をいたしました。 

 

議  長  日程第１９、議案第２０号「令和元年度久万高原町介護保険事業特別会計補

正予算（第３号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（西森保健福祉課長を指名） 

 

西森課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託し、審査することにしたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２０号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をしました。 
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議  長  日程第２０、議案第２１号「令和元年度久万高原町訪問看護事業特別会計補

正予算（第３号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（渡部病院事業等統括事務長を指名） 

 

渡部事務長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託し、審査することにしたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２１号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をしました。 

 

議  長  日程第２１、議案第２２号「令和元年度久万高原町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第２号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（釣井環境整備課長を指名） 
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釣井課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託し、審査することにしたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２２号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

いたしました。 

 

議  長  日程第２２、議案第２３号「令和元年度久万高原町公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（釣井環境整備課長を指名） 

 

釣井課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 
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質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託し、審査することにしたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２３号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

しました。 

 

議  長  日程第２３、議案第２４号「令和元年度久万高原町浄化槽事業特別会計補正

予算（第２号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（釣井環境整備課長を指名） 

 

釣井課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 
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お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託し、審査することにしたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２４号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

しました。 

 

議  長  日程第２４、議案第２５号「令和元年度久万高原町分譲宅地造成事業特別会

計補正予算(第１号)」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（木下ふるさと創生課長を指名） 

 

木下課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託し、審査することにしたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 
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議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２５号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

いたしました。 

 

議  長  日程第２５、議案第２６号「令和元年度久万高原町立病院事業会計補正予算

（第３号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（渡部病院事業等統括事務長を指名） 

 

渡部事務長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託し、審査することにしたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２６号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をしました。 
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議  長  日程第２６、議案第２７号「令和元年度久万高原町立老人保健施設事業会計

補正予算(第１号)」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（渡部病院事業等統括事務長を指名） 

 

渡部事務長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

議  長  暫時休憩をいたします。             （午後 １時４５分） 

 

（休 憩） 

 

議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。       （午後 １時５２分） 

 

議  長  提案理由の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託し、審査することにしたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 
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議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２７号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をしました。 

 

議  長  日程第２７、議案第２８号「令和２年度久万高原町一般会計予算」を議題と

します。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  議案第２８号「令和２年度久万高原町一般会計予算」。 

令和２年度久万高原町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９４億１，４９２万３，

０００円と定める。 

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳

出予算による。 

第２条、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担する行為をするこ

とができる事項、期間及び限度額は、第２表債務負担行為による。 

第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方

債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第３表地方債

による。 

第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の

最高額は１０億円と定める。 

第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員

手当等、及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用とする。 

令和２年３月５日提出 久万高原町長。 

予算書の７ページをお開きください。 
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第２表債務負担行為。 

事項は、四国カルスト牧場国有林野（採草放牧地）賃借料債務負担。期間は、

令和２年度から令和４年度まで。限度額は、７８万円です。 

それでは、議案概要書の２６ページをお開きください。 

歳入歳出の主なものを読み上げをさせていただきます。 

なお、金額１，０００万円以上のものを読み上げをさせていただきます。 

２款１項３目、中どころになりますが、財政調整基金等の基金を積み立てま

す。１，２０２万１，０００円。 

２款１項５目、電話設備の更新費用を１,３３２万６，０００円、計上をい

たします。 

次ページをお願いいたします。 

上から４つ目、情報通信基盤整備事業補助金を４億１,５００万円、計上い

たします。 

２款１項７目、２つ目、旧面河支所の解体工事設計委託料１，０７５万８，

０００円。 

２款１項１０目、２つ目、集落支援事業に要する費用を１，４８８万２，０

００円、地域おこし協力隊に要する費用を６，２２２万９，０００円。 

次ページお願いいたします。２８ページ。 

２款１項１４目、地域交通協議会や、柳谷代替バス、久万落出代替バス運行

及び面河地区における空白地有償運送事業に要する経費として、３，２０３万

５，０００円。一つ飛ばして、生活路線バス維持確保のための伊予鉄南予バス

への補助金１，９０４万４，０００円。 

２款１項１５目、国補助事業を活用して、町民館耐震補強改修工事及び管理

委託料を１億８，８３１万５，０００円。 

２款１項１６目、情報系のパソコン更新１，２６０万円。 

次ページをお願いいたします。 

１ページ飛ばしまして、３０ページになります。 

３款１項１目、民生児童委員の活動費等１，０８５万２，０００円。２つ飛

ばしまして、社会福祉協議会の事務局や、専門員に要する費用７，８３４万３，

０００円。国民健康保険事業特別会計繰出金９，４０５万５，０００円。 
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３款１項２目、面河高齢者生活支援ハウス管理に要する費用、１，０９８万

７，０００円。高齢者緊急通報体制整備事業、配食サービス事業、外食支援サ

ービス事業の業務委託料、１，２１６万３，０００円。後期高齢者医療療養給

付費負担金２億１，０２６万９，０００円。一つ飛ばしまして、町外の老人ホ

ームへの老人保護措置費負担金４，５８８万６，０００円。特別養護老人ホー

ム久万の里の償還金負担金１，５９０万４，０００円。下から３つ目、後期高

齢者医療保険事業特別会計繰出金７，５２６万６，０００円。介護保険事業特

別会計繰出金３億１，０４１万８，０００円。老人保健施設事業会計繰出金６，

８５４万９，０００円。 

３款１項３目、２つ目、人工透析患者等の移動支援に要する経費１，０２０

万８，０００円。 

次ページお願いします。 

一番上、障害者福祉サービス給付費２億７，７０５万６，０００円。２つあ

けて、重度心身障害者医療費助成金４，８００万円。 

３款２項１目、子ども医療費、２，１１１万２，０００円。 

一番下、３款２項４目地域子育て支援センター拠点事業業務委託料、１，３

６１万３，０００円。 

次ページ、一番上になります。久万こども園施設型給付費負担金１億１，２

０６万３，０００円。 

４款１項１目、母子保健事業に要する経費１，１５０万３，０００円。地域

包括ケアシステムを推進するための経費３，６００万円。 

一つ飛ばして、簡易水道事業会計繰出金３億４，３９３万７，０００円、浄

化槽事業特別会計繰出金、２，４９０万５，０００円。国民健康保険診療所事

業特別会計繰出金、１，８７２万４，０００円。病院事業会計繰出金、１億９，

２３７万９，０００円。 

４款１項４目、２つ目、住民健診に要する費用１，８４３万７，０００円。

最下段、４款２項１目、ごみやし尿の収集運搬業務委託料３，６５２万９，０

００円。 

次ページをお願いします。４款２項２目、２つ目、可燃ごみ、粗大ごみの処

分業務委託料６，００６万円。 
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４款２項３目、し尿処理施設の広域化に向けたし尿運搬中継施設対策工事、

１，３００万円。 

６款１項３目、上から４つ目、社団法人久万高原農業公社負担金、２，１４

８万円。 

次ページ、上から２つ目、久万農業公園研修生への研修補助、１，７０４万

円。 

一つ飛ばして、農業公園研修修了者が新規就農の際、農業機械、施設の整備

に要する経費として、農業機械、施設整備補助金２，０００万円、県補助事業

を活用して、農業研修生の実践農場での充実した研修が行えるよう、愛媛次世

代ファーマーサポート事業補助金１，６３９万３，０００円。 

２つ飛ばしまして、国庫補助事業を活用して、就農初期段階の青年就農者に

対して、農業次世代人材投資事業補助金、２，２５０万円。 

一つ飛ばして、国補助事業を活用して、中山間地域等直接支払交付金、４，

９４７万円。 

６款１項５目農地費、一番下になります。農業集落排水事業特別会計繰出金、

１億４，８６６万円。 

次ページをお願いします。 

６款２項２目、３つ目、国補助事業を活用して、林業成長産業化地域創出モ

デル事業業務委託料１，０００万円。中予山岳流域林業活性化センターを委託

先として、新たな森林管理システム事業業務委託料２，４３２万５，０００円。

森林法に基づく伐採届等の事務軽減を図るため、隣地台帳整備業務委託料１，

７５５万７，０００円。県補助事業を活用して、林業技術者の育成や、高性能

林業機械レンタル助成事業等に対して、森林整備担い手確保育成対策事業補助

金４，１７３万４，０００円。２つ飛ばして、国補助事業を活用して、自伐林

家が行う間伐や、森林作業道開設等の森林整備、原木流通支援に対して、美し

い森づくり基盤整備交付金事業補助金を１億２，５５５万４，０００円。個人

林家等の林業機械導入に対する林業経営支援補助金２，０００万円。林業新規

就業者や個人林家、林業事業体の福利厚生や支援を目的として、林業就業者支

援事業補助金１，００２万５，０００円。再造林下刈り事業補助金１，００９

万４，０００円。県補助事業を活用して、森林組合等が行う施業集約化促進や、
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集約化に向けた条件制度に対して、森林整備地域活動支援交付金１，７３０万

円。 

６款２項３目、下から２つ目、国補助事業を活用して、林道ゴンゲン線ほか

１路線の開設工事３，０００万円、県補助事業を活用して、林道柳井線の改良

工事１，０００万円。 

次ページです。 

一つ飛ばして、猪伏地区残土処理場整備工事１，０００万円。 

一つ飛ばして、県営森林基幹道長崎明神山線開設工事負担金２，０００万円。

草刈りや側溝の管理等の林道維持管理補助１，３４３万８，０００円。 

７款１項２目、５つ飛ばして、国補助事業を活用して、ゆりラボの活動支援

として、企業支援センター支援及び運営業務委託料１，７００万円。 

納涼まつりやふるさとまつり、産業まつりのイベント業務委託料、１，０１

５万円。 

次ページをお願いします。 

上から２つ目、国補助事業を活用して、株式会社ソラヤマいしづち運営費負

担金１，０００万円。 

一つ飛ばしまして、国補助事業を活用して、ソラヤマいしづち地域整備補助

事業補助金１，８８０万円。 

続きまして、８款２項３目、国補助事業を活用して、町道大坊公園線改良工

事６，０００万円。県営道路改良事業負担金３，５１８万２，０００円。 

８款２項４目、国補助事業を活用して、橋梁点検の業務委託料、３，０００

万円。同じく、橋梁の保守設計委託料１，０００万円。 

次ページ、８款４項１目、３つ目、公共下水道事業特別会計繰出金、１億７，

７６２万４，０００円。 

８款５項１目、一番下。国庫補助事業を活用して、落出団地改修・補修工事、

３，７７２万８，０００円。 

９款１項３目、３つ目、国補助事業を活用して、上直瀬地区及び父野川地区

の防火水槽設置整備工事１，６００万円。 

一番下、国補助事業を活用して、水槽付消防ポンプ自動車更新、７，５１２

万７，０００円。 
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次ページをお願いします。 

９款１項４目、３つ目、防災情報伝達システム整備工事及び監理委託料、５

億７，４５４万円。 

１０款１項４目、上浮穴高等学校学生寮の運営経費、２，３８１万６，００

０円。上浮穴高等学校振興対策協議会への遠距離通学や、町ふるさと奨学金及

び海外林業研修経費等の補助金、２，４７６万６，０００円。 

１０款２項２目、２つ目、教育用コンピューターの保守管理や学習用タブレ

ット等に係る経費、５，８６３万３，０００円。 

次ページをお願いします。 

１０款３項２目、教育用コンピューターの保守管理や学習用タブレット等に

係る経費、１，７３２万７，０００円。 

１０款４項１目、２つ目、久万幼稚園の園舎改築工事設計委託料１，５１３

万６，０００円。 

１０款５項２目、３つ目、公民館２７分館の指定管理料１，４２５万６，０

００円。 

次ページをお願いします。 

４１ページ、１０款６項３目、久万給食センターの管理・運営、６，６０３

万４，０００円。美川給食センターの管理・運営費、３，６８３万６，０００

円。 

１１款２項１目、令和元年台風１０号による宮ノ前谷川ほか４河川の災害復

旧工事、５，６２０万円。 

令和元年度台風１０号による一ノ王子川ほか２河川及び町道栄谷線の災害復

旧工事、１，６７０万円。 

４２ページからは、歳入の主なものになります。 

１款町民税２億５，３９５万４，０００円。固定資産税、５億２５５万円。

軽自動車税、３，５２１万７，０００円。町たばこ税３，９６０万円。 

２款地方譲与税、地方揮発油譲与税２，２５０万円。自動車重量譲与税、５，

０００万円。森林環境譲与税、７，０５３万４，０００円。 

１２款、老人保護措置費や、配食サービス事業費等の高齢者福祉費負担金、

３，４８３万２，０００円。 
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１３款、上から７つ目、町営住宅使用料、８，６２４万８，０００円。一つ

飛ばして、新設する上浮穴高等学校学生寮の寮費等、１，２２８万６，０００

円。一つ飛ばして、し尿処理手数料１，５００万２，０００円。指定ごみ販売

手数料１，５６８万円。 

１４款、国民健康保険基盤安定事業国庫負担金、１，０４８万８，０００円。 

次ページお願いします。 

低所得者介護保険料軽減国庫負担金、１，３０１万１，０００円。 

障害者介護給付費負担金や、障害者医療費負担金等の障害者福祉費国庫負担

金、１億４，４１９万６，０００円。 

児童手当に係る児童措置費国庫負担金、４，５７４万円。認定こども園等の

運営費や、認可ほか保育施設等の利用に係る児童福祉施設国庫負担金５，８１

４万９，０００円。令和１０年度台風１０号の河川災害復旧に係る公共土木施

設災害復旧費国庫負担金、３，７４８万３，０００円。地方創生推進交付金、

３，０２１万円。 

４つ飛ばしまして、森林の除間伐や、作業道開設等、森林整備のための美し

い森づくり基盤整備交付金、９，５００万円。民間木造住宅・久万町民館・公

営住宅打出団地の耐震改修工事、町道改良、町道橋梁点検等に社会資本整備総

合交付金事業費、国庫補助金、１億１，５７７万３，０００円。 

一つ飛ばして、災害対応特殊水槽付ポンプ自動車整備に緊急消防援助隊設備

整備費国庫補助金、１，４１６万６，０００円。 

１５款県支出金、国民健康保険基盤安定事業費県負担金や、後期高齢医療保

険基盤安定事業県負担金、９，００４万９，０００円。 

一つ飛ばして、障害者介護給付費負担金や、障害者医療費負担金等の、障害

者福祉費県負担金、７，２０９万８，０００円。児童手当に係る児童措置費県

負担金、１，０４９万円。認定こども園等の運営費や、認可外保育施設等の利

用に係る児童福祉施設費県負担金、２，５９１万８，０００円。新ふるさとづ

くり総合支援事業費県補助金、１，１６９万８，０００円。環境衛生センター

等の費用に充てるため、電源立地地域対策交付金、２，０５２万円。 

次ページ。上から２つ目、重度心身障害者医療費や地域生活支援事業費等の

障害者福祉費県補助金、１，７９７万３，０００円。 
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４つ飛ばして、新規就農総合支援事業費県補助金、２，２５６万円。中山間

地域等直接支払県交付金、３，７１０万１，０００円。 

一つ飛ばして、えひめ次世代ファーマーサポート事業費県補助金、１，３７６

万３，０００円。 

４つ飛ばして、森林整備担い手確保育成対策事業県補助金、２，０８７万１，

０００円。森林整備地域活動支援交付金県補助金、１，２９７万５，０００円。

林業成長産業化地域創出モデル事業県補助金、１，０００万円。林道開設改良等

事業に林業土木費県補助金、３，５００万円。 

１６款財産収入、土地や建物等の町有財産の貸付収入、２，３４７万６，００

０円。基金の利子や株式の配当、１，１６６万３，０００円。町有林の間伐収入

等、１，９６０万３，０００円。 

次ページをお願いします。 

１８款、上から２つ目、財政調整基金繰入金、４億７，６３０万。一つ飛ばし

て、環境保全基金繰入金、１，７８４万円。農林業担い手確保育成対策事業地域

振興基金繰入金、４，０３６万１，０００円。下から２つ目、防災減債基金繰入

金、３億５０８万６，０００円。 

２０款、２つ目、学校給食費収入、２，９８４万１，０００円。３つ飛ばして、

市町交付金、基金交付金、１，１１１万５，０００円。重度心身障害者高額医療

費払戻金、１，２００万円。一つあけて、市町振興協会やえひめ農林漁業振興機

構等からの財団等助成金、１，７４３万８，０００円。 

２１款、県営道路事業負担金や久万幼稚園園舎整備事業に対して、合併特例債、

４，７４０万円。町道整備事業に過疎債、３，４５０万円。林道開設事業に過疎

債、１，３８０万円。 

次ページ、耐震性貯水槽整備や消防ポンプ自動車更新整備、小型動力ポンプ付

積載車整備事業の消防施設整備に対して、過疎債７，４４０万円。 

一つ飛ばして、情報通信基盤整備事業に、過疎債４億１，５００万円。４つ飛

ばしまして、自治会活動助成や、子ども医療費助成、生活通学交通対策、上浮穴

高校振興対策事業等のソフト事業に、過疎債１億３，５４０万円、辺地で行う林

道開設事業や、県営事業開設事業負担金、町道改良事業に辺地債２，４８０万円。 

一つあけて、防災情報伝達システム整備事業に対して、緊急防災・減災事業債、
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３億８，８００万円。 

国の地方財政対策の動向を踏まえ、臨時財政対策債、１億３，０００万円。 

令和元年台風１０号の河川災害復旧に係る公共土木施設災害復旧事業に対して、

補助災害復旧事業債を１，６８０万円、計上をしております。 

以上で、一般会計の当初予算の説明を終わります。 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

議案概要書で、ページを追って、款ごとの質疑を行います。 

まず、歳入から行います。 

歳入について、議案概要書４２ページ上段、１款町税からであります。 

この件について、質疑をされる方はございませんか。 

 

（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  予算編成上におきまして、財政規律が保たれているかどうか重要であるとい

うことが、随分と議論をされております。 

自主財源である税収減が目立つ中での行政財産等の処分、こういったものも

含めた財源確保の検討も行ってきたと思っておりますけれども、その方向性は、

この予算編成の中でも出ているのでしょうか。具体的に。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  岡部議員の質疑にお答えをします。 

予算編成においては、活用できる遊休施設等は、貸付等、十分に可能性とい

いますか、必要性について、収入で確保していきたいということで、予算は計

上しております。 

それから、財産処分につきましては、直接、今回の当初予算には反映はして

おりませんけれども、処分可能な財産につきましては、随時、処分を行ってい

きたいというふうに考えております。 
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議  長  （岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  今までの専門委員会等々、あるいは決算特別委員会等でも、貸し付け、ある

いは譲渡、あるいは処分、そういったものについては、できるものは、例えば

昨年ですと、年末までに検討しているんだと、対応する予定だと、こういうふ

うな発言もなされましたけれども、しかし何らその方向性は、まだ出ていない

というふうには感じるんですけれども、場当たり的な発言でその場しのぎとい

うふうな感もうかがえるんですけれども、もっと踏み込んだ、具体的に内部で

検討されているんでしょうかね。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  本年度、役場の財産処分検討委員会の中で、実際に該当になる施設の財産の

検討は行いましたけれども、問題点等ございましたので、その処分については、

現在、検討中ということで、それぞれの物件で、必要なものについては具体的

に対応をいたしております。 

なお、相対的には、総括的には、先のときにも答弁いたしましたが、公有財

産の個別計画を、今年と来年と立てて、その中でも、しっかりと方向づけをし

ていこうということで進めております。 

 

議  長  よろしいですか。 

ほかに質疑される方はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  それでは、１款の町税については、質問を終わります。 

２款、地方譲与税について、質問される方はございませんか。 

 

（なしの声） 
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議  長  質問なしといたします。 

１０款地方交付税について、質問ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質問なしとみます。 

１２款分担金及び負担金について、質問ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質問なしとみます。 

１３款使用料及び手数料について、何か質問ありませんか。 

 

（瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  上浮穴高等学校の学生寮の寮費が１，２２８万６，０００円、１カ月の一人

当たりの捻出する額が３万幾らだったと思いますが、応分の町の負担がここに

はあるんだろうというふうに思います。 

ここで質疑をするべきではないかもわかりませんが、一般質問の中で、３年

ほどたったら子供たちがいなくなる。この点の具体的な答弁が、私が聞きよっ

た範囲ではなかったようですが。 

２億からかけて寮を建て、それで入ってくる子供たちに応分の負担を町がし、

３年後には子供たちがいなくなるんじゃないかというようなことでありますが、

教育長が答弁をされておりましたが、この点について、３年、４年後には子供

たちがいなくなる。そういったことは一切関係なしに、こういった計画、こう

いった予算が執行されよるわけですが、この点について、御説明をいただいた

らと思います。 

 

議  長  （小野教育長を指名） 
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教 育 長  お答えをいたします。 

３年後には確かに、本町の児童・生徒に関しては、数字的には非常に厳しい

数字が出ております。今のままで、そのまま３年後以降を迎えるということは、 

 

議  長  もう少し大きな声でお願いします。 

 

教 育 長  このまま推移を見ておるわけではなくて、何らかの手当をと、そんなことで、

昨日も一般質問の中で、受け皿をどのように考えておるのかという御質問にお

答えをしたかと思いますけれども、今まで、中学生を対象に力を入れてまいり

ました学校説明なども、保護者を対象に、上高により興味・関心を持ってもら

う取り組みをしたり、あるいは留学フェスタ、全国的な組織ですけれども、こ

れに加盟をし、この加盟も昨年と今年とでは、加盟団体が増えております。そ

んなことで、全国４カ所で、より説明を強化していく。このときには、学生寮

ができましたという説明が、これからできるわけでございまして、さらに県外

の生徒を呼び込む努力を続けるつもりです。 

なお、町外の希望者も増えておりますし、そういったところに努力を重ねて

いき、受け皿の確保に努めたいと。それで、定員が３０名でございますが、寮

の定員３０名が、ある程度、長年にわたって維持できますような努力を、精い

っぱいしていくつもりでございます。 

以上です。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  寮の維持について、質問しておりません。 

３年後、４年後といったら、もうすぐそこなんですね。移住の皆さんとか、

父兄に対する説明とか、そんな生ぬるいことで３年後の４１名の定員が確保で

きるかできないかという質問をしているんですから、もうちょっと的確に答え

てください。 
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議  長  （小野教育長を指名） 

 

教 育 長  寮の維持運営に関しては、県外生徒が、推薦枠は定員の３０％、９名ござい

ます。その９名確保に向けて、今までも努力をしておりますが、これからもさ

らに強化をしていくということでございます。 

そうしますと、毎年、最低９名近くの寮生が確保できるだろうということで、

おおむね２０名を超え、３０名に近い定員。さらには、町外の、松山など周辺

の、遠方の生徒も入寮希望がございますので、３０名の確保ができるのではな

いかというふうな見通しを持っています。 

以上です。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  確保ができるんではないかということで、これは寮の運営、例えば上浮穴高

等学校の存続の問題、３年後の話が、そんなざっとしたことでできますか。 

これだけのお金を、例えば上浮穴高等学校へ、これ全部足してもうたらわか

りますけれども、大きなお金をかけよるわけです。 

３年後、４年後で分校化の検討に入りました、では、町民に対する申し開き

はできんと思います。 

もうちょっとしっかりとした計画と、きっちりとした答弁をお願いします。 

 

議  長  （小野教育長を指名） 

 

教 育 長  お答えをいたします。 

現在のところ、この計画に入ります以前から、３年後、あるいは４年後とい

うことは数字が見えておったわけです。その見えておる数字に対して、学生寮

をつくることによって、分校化を防ごうという町民の思いで、この寮建設に取

り組んだ経緯がございます。 

この経緯によって計画をし、建設をしてまいりました学生寮ですから、この

ことに精いっぱいの取り組みをしていくということが、今、言えることであり
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まして、推薦枠の拡大がなされておりますので、十分にこの計画を推進してい

くことができるものと認識をしております。 

以上です。 

 

議  長  瀧野議員の本件に関する質疑は既に３回になりましたが、会議規則第５５条

ただし書きの規定によって、特に発言を許します。 

 

（瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  町民の総意によってという答弁でしたが、町民の総意ですか。 

それと、教育長はそこまで答弁する必要はないかもわかりません。この質問

をそっくり理事者に、町長にお伺いしたいと思います。 

 

議  長  （河野町長を指名） 

 

町  長  寮の目的というのは、今、教育長も話したところでございます。 

私たちの持っている手元資料によりますと、今年、中学生の卒業が４０幾ら

かだと思っております。この後につきましては、令和１０年までは、４０に近

い数字があります。したがって、この子たちを、さらに上浮穴高等学校の魅力

化を増すことによって、ここにとどまっていただく。 

あわせて、今、教育長も申し上げましたけれども、寮もできておりますから、

森林環境科枠、それから今も、砥部、松山方面から、子供たちに、今全部で二

十四、五人いらっしゃると思いますけれども、上がってきていただいている現

状がございます。 

数字は厳しくなりつつありますけれども、令和１０年まではそのあたり、何

とか維持できるんだと思っております。それ以後につきましては、子供支援セ

ンターも今年できる予定でございますし、とにかく昨日も一般質問の中でもお

話しましたように、子供の数を増やしていく努力、これはもう大変大事なとこ

ろでございますから、そのあたりしっかりと、そっちのほうには力点おきなが

ら、今、上浮穴高校の状況というのは、そういうところにあるんだろうと思っ
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ておりますから、繰り返しになりますけれども、県外、それから町外あたりも

しっかりと対応しながら、一方で子育て、子供たちの数が増えるような努力を

してまいらなければいけないと思っております。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  はっきり言って、あと３年後の、４年後の子供たちの数を数えて、よそから

来てもらう方の数を数えてみても、多分、４１名の定員を確保することはでき

んのじゃないかなと、私は思いますが、それで、教育長さんにも、ちょっと前

に言いましたが、議長のときに、県の教育長さんと障害者の高校への受け入れ

について、相談させていただきました。 

それは、私のほうから上引き立ちで、上からということはなかなか難しい。

地元のほうから、そのことについては、持ち上げてもらったらうれしいがとい

う話でありました。 

以前から新居浜のほうの高校とか、もう１校、東予のほうでありましたが、

今年の４月から、三間高校でも、障害者のクラスを受け入れるようなことにな

っておると思います。 

先般から、障害者の話ばかりをするわけでありますが、物理的に維持ができ

ないのであれば、それなりの対応をしないで、そのようになるであろうみたい

な話では、町民の皆さんの総意と言うたけど、町民の皆さんの総意では、私は

ないと思う。これは、お金全て、憲法１条に書いてあるように主権在民、町民

のものですね、全て。それをみすみすだめになるの分かっておって、そのよう

なことでほったらかすということは、執行権者の責任じゃと思います。この件

について、ここではっきり、そこらあたりについては、何とかすべきだという

ことを言うべきじゃないんですか。 

 

議  長  （河野町長を指名） 

 

町  長  さっき申し上げましたように、ここの手元の数字では、令和１０年あたりま

では何とか４０人近い卒業生、維持できるようなところございます。 
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これは松山に近いものですから、それは取捨選択の自由もありますから、な

かなか上高の魅力化を増すこと、これは十分、認識をいたしておるところでご

ざいますけれども、全員が全員、上高にとどまってくれるということ、これは

もうなかなか難しいところもあろうと思います。 

その中で、しかしながらも、なるべく上浮穴高校に来れば、充実した学園生

活が送れるんだと、そのことをこれから、町もしっかりかかわって、上浮穴高

校と連携をとって、そのあたり、魅力を増すようにしていかないといけないと

思っておりますし、また、特に私が思っているのは、森林環境科を出て林業関

係に従事する、そのあたりがまだまだ十分な対策がとれておりません。 

やがて、大学を出てからという方もいらっしゃると思いますけれども、この

ところ、上浮穴高校を卒業して、たちまちに林業関係に就職という方が非常に

少ないところは、大変、私も気をもんでいるところでございまして、そのあた

りにつきましては、これからしっかりと、さっき申し上げましたように、上浮

穴高校と、それから林業関係者と連携をとりながら、少しでも多くの皆さんが

そちらのほうに携わっていただけるような努力をしてまいりたいと思っており

ます。 

それから、今、瀧野議員おっしゃられた障害者の受け入れということにつき

ましても、またこれはいい御提案だと思いますから、教育長あたりとも、しっ

かりと連携をとって、また私どものしっかりした考え方を提示できるように努

めていきたいと思います。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  答弁を適当にされるのは結構やと思うんですけれども、来年、再来年、すぐ

そこに定員ということが待ちよるんで、何とかやられないと、私は寮をつくる

ときにも、最終的に責任は、町長さん、私がとりますというお話を議会でされ

ましたが、これ、もしすぐ近くの高校が分校化になっておりますが、大変なこ

とだと思いますよ、これは。生半可な意見で、生半可なやり方で取り組んでお

ったんでは。 

構わんのですか、皆さん、それ、やります、やりますで、その時点になって



 

－ 64 － 

できんようになったとしても、構わんということで言われるんでしょうかね。

私は障害者のことも、教育長さんにはちょっと前に、県の教育長さんとの話も

全てお話しして、提案をさせていただきましたが、何もされてないようで。ど

うなんですか、その辺。それもされんいうことは、もうやる気がないというこ

とですか。 

 

議  長  （小野教育長を指名） 

 

教 育 長  お答えします。 

特別支援教育への取り組みでございますけれども、現在、全町の特別支援学

級の見直しに取り組んでおります。障害の種別に特化した、それぞれの学校が

少人数でございますので、きめの細かい、個に応じた、障害に応じた指導がで

きるという強みがございます。 

そうした特別支援学級の全町的な構築を考え、幼稚園、小学校、中学校と、

切れ目のない特別支援教育の構築に努めているところです。 

なお、これを、英語教育などと同じように、高校にも切れ目のないものにし

ていこうというのが、教育の大綱として考えておるところでございますので、

今、御提案をいただいております特別支援学級の高校との連携、こうしたこと

も、今後、ぜひ取り組みたいというふうに、課題として挙げておるところでご

ざいます。 

以上でございます。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  幼・小・中・高、これは何年か前から、ほかの方からも提案されておりまし

た。だけど、これで、町長が３年、４年たったときに、町立でやりますという

だけの覚悟があるんであれば、これ以上、私は言いたくないですけれども、最

終的には、その覚悟があって、そういうやり方をされよるんであれば、私がこ

れ以上、言うことはないと思います。 

どうですか、これは。 
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議  長  （河野町長を指名） 

 

町  長  とにかく、かけがえのない上浮穴高校、私どもの最高学部であります。これ

は、これまでもずっと多くの卒業生、輩出されております。来年はめでたく８

０周年の創立記念日も迎えるところでございます。 

皆さんもそうだと思いますけれども、私ももちろん、この上浮穴高校が今後

もここにしっかりと存在をする、その大事さは同じだと思っております。 

ゆえに、たちまち、何年か前に分校化になるんじゃないかと、そんな恐怖感

も覚えたことがございますけれども、何とかそれは回避できて、松山方面から

もたくさんの皆さんにあがってきていただいております。 

今回、このような形で、県外枠を設けて、今年、普通科は１倍、それから、

きのう申し上げましたけれども、森林環境科０．８という数字にまで到達をし

たところです。 

議員おっしゃるように、今の数字の、子供たちの数というのが、令和１０年

には卒業生が、中学生３０数名になる、そんな数字も出ております。 

このあたりが、私はもうピンチが来るんだと思っておりますが、一方で、昨

日も遅い時間ですけれども、北海道の奥尻高校の、分校化から挽回したような

報道も昨日、番組が出ておりましたけれども、私どもとしては、昨日も申し上

げましたように、林業・農業、その中で特に森林環境科ございますから、この

上浮穴高校にくれば、林業できちっと生計を立てて、希望を持った生活ができ

るんだと。そこに向かって、それをしっかりと対応していく、そこに向かって、

それがなせるようにしていく努力を、これからしっかりとやっていかないとい

けないんだと。そのことは、私は肝に銘じているつもりでございまして、ひと

つ御理解をいただきたいと思います。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  議長、答弁ちゃんと注意してください。私が質問したことに全然答えてない

やない。 
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最終的には、町営でやるんかと聞いておるわけですから。その点について答

えてください。ほかのことは全然、私は聞いておりません。 

 

議  長  町長、質問に対して答弁してください。 

 

（河野町長を指名） 

 

町  長  町立にという覚悟があるかという、そういったところでよろしいですか。 

今のところ、県立高校でございます。ただ、全国的には、瀧野議員もお知り

と思いますけれども、町立にかえたところもありますけれども、今、にわかに

そのことにつきまして、そうしますというようなことは言えないわけでござい

ます。 

今、思っているのは、令和１０年、そこまではきちっと県立高校としての体

が保てるように思っておりますから、その後につきましては、少し経過を見な

がら、これからスパンが少しありますから、その間でいろんな議論も、皆さん

の御意見もいただきながら、その可能性は探ってまいりたいと思います。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  最初から、質問の趣旨がわかってないんじゃないですかね。３年、４年たつ

と、分校化になるんじゃないかと。 

町長は、令和１０年までと考えられとるのはどうでもええわけですが、それ

までに、もしそのときにそうなったどうなんですかという話をしよんだから、

そのことについて、答弁してくれたら、こんな長い時間かからんでも、簡単に

終わっとるんですよ。 

どうなんですか。１０年までもつんならええですけれども、もたなんだとき、

どうするんですか。 

 

議  長  （河野町長を指名） 
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町  長  たちまち分校化になるとは、私は思っておりません。 

その間に、絶対ならないんだなというような御質問だと思いますけれども、

さっきも申し上げましたように、今の生徒数、それから私どもの上浮穴高校と、

それから関係者との連携によって、それは回避できる道はあると、そのように

思っております。 

 

議  長  瀧野議員の質問を終わります。 

それ以外に質問。 

 

（髙橋末廣議員を指名） 

 

髙橋議員  上高の寮の運営につきまして、お聞きをいたしたいと思います。 

私、１２月の総務文教厚生委員会のときに、他校の例をひいて教育長にお尋

ねをいたしました。五、六人の寮生が一度に退寮し、退寮に従って退学したと

いう例があると。せっかく県外から来ていただいても、本当に生活しやすい寮

の運営をしておかなければ、そういうことで失敗するようなことがあったら、

むしろマイナスになるという心配をして質問をいたしました。 

寮母については、どなたかは存じませんが、大変、この上の人じゃない人を

お雇いになっておるということではございますが、それだけでは、なかなか他

県から来て、知らない久万高原町で生活するのに、十分な、精神的なケアはで

きないと思いますが、何かほかに考えられていますか。 

 

議  長  （小野教育長を指名） 

 

教 育 長  髙橋議員にお答えをします。 

寮母さん、それから支援員さん、寮母さんを補佐する支援員さん、それから

男性の、寮長といいますか、全体の責任をもってもらえる方。それから、ほか

に支援員、そうした信頼できる、安心してお願いができるスタッフを、現在、

確保しているところでございます。 

まだ、人事のことで、現在、お勤めのこともあったりしまして、お名前を申
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し上げることはできませんけれども、後ほどまた御報告をして、御安心をいた

だける方じゃないかなというふうに思っております。 

以上です。 

 

議  長  （髙橋末廣議員を指名） 

 

髙橋議員  支援員というのは、何人ぐらいの規模で。 

 

議  長  （小野教育長を指名） 

 

教 育 長  お答えをいたします。 

支援員は２人、考えております。 

以上です。 

 

議  長  （髙橋末廣議員を指名） 

 

髙橋議員  他県から来る人の予定というか、それは何人ぐらい。 

 

議  長  （小野教育長を指名） 

 

教 育 長  お答えをいたします。 

現在、上高から聞いておりますのは、６名というふうに聞いております。主

に関西方面でございます。 

以上です。 

 

議  長  髙橋議員の本件に関する質問は既に３回になりましたが、会議規則第５５条

ただし書きの規定によって、特に発言を許します。 

 

（髙橋末廣議員を指名） 
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髙橋議員  高校生ですから、新規でもありますし、精神的にもいろいろ発達途上であり

ますから、いろいろな問題が、生活の中で起ころうかと思います。 

海士町の島前高校、それから大崎上島ですか、その辺の寮の実例を聞きます

と、それぞれの入寮生に、１人に１家族ずつの、いわゆる島親というのがつい

て、例えば運動会であれば、その子の応援にその家族がいく。また、いろいろ

な悩みがあれば、あるいは久万高原町のことを知りたいことがあれば、その人

を地元の親と思って、やはり交流していく。たまには郷土料理も食べさす。そ

ういうふうなことをしている人を、一人に一人ずつつけるというような活動を

されておると思います。 

そういうきめ細かいケアがないと、さっきも申しましたように、何かがあっ

て、一挙に退寮する。例えば、一人でも退寮するということになれば、大変な

マイナス、上高の印象が非常に崩れるわけでございます。 

そういうことの準備はございませんか。 

 

議  長  （小野教育長を指名） 

 

教 育 長  お答えをいたします。 

髙橋議員の御意見のように、県外の生徒ですから、里親ということも十分、

これから、生活の様子を見ながら、検討もしていかなければならないと思って

おりますが、当初、上高とも里親のことを検討いたしましたが、当面、寮生の

生活を見てみようということで考えております。 

そうしたことを十分配慮していただける寮長さん、寮母さんを当ててみたい

と思いますけれども、御指摘の、里親がこれから重要な鍵を握るようなところ

がございましたら、早急に検討をしたいと思っております。 

それから、つけ加えて申し上げますが、上高の生徒数に関しては、まだ入学

選抜試験が終了をしておりませんで、この発表前のことです。現在、申し上げ

ましたのは、推薦枠の人数でございまして、まだ正確な数としては、申し上げ

られない時期でございましたので、お含みおきをいただいておったらと思いま

す。 

以上です。 
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議  長  （髙橋末廣議員を指名） 

 

髙橋議員  人数のことは結構でございますが、とにかく、今の支援員の人数では、どう

もそうはできてないというようなことでございます。 

やはり上高にかかわる同窓会であるとか、あるいは講演会であるとか、ある

いは町内の各種団体の方と、よく連絡をとって、相談をして、しっかりとした

受入体制をしていただいて、本当に久万高原町へ遠くから来てよかったという

高校生活を送るような配慮を、十分にしていただきたいと思います。 

 

議  長  （小野教育長を指名） 

 

教 育 長  お答えをいたします。 

先ほどから御意見をいただいておりますように、多額の費用をかけての大き

な事業です。何としても成功させたいと思っておりますので、今後ともよろし

くお願いをいたします。 

以上です。 

 

議  長  髙橋議員、よろしいですか。 

ほかに質疑される方はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  １３款における質疑を終了いたします。 

次に、１４款国庫支出金に関しまして、質疑される方、ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

次、１５款県支出金について、質疑される方。 
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（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

１６款財産収入。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

１７款寄附金について、質疑される方はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

１８款繰入金について、質疑ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

１９款繰越金、質疑される方はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

２０款諸収入について、質疑される方はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

２１款町債について、質疑される方はありませんか。 
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（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これで、歳入に関しまして、質疑を終わりたいと思います。 

続いて、歳出の質疑を行います。２６ページからです。 

２６ページの１款議会費について、質疑ある方。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

２款総務費について、質疑ありませんか。 

 

（瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  ２款１項６目。私、第２次の総合計画のことについて、一般質問、２問目の

質問をさせていただきました。そのときに、都市計画区域の開発、まだ今、区

域外の開発。 

現在は、岡部議員が質問をしたＳＤＧｓ、これが世界的な、それぞれの国の

大きな目標であろうかなというふうに思いますが、その下に、コンパクトシテ

ィであったり、スマートシティであったりする計画が、徐々にレベルを上げて、

それぞれの計画を打たしてきよると思うんですね。ビックデータとか、ＩｏＴ

とか、インフラを、光回線によって還流をしたり、全てがだんだん高度化して

くる。そういった中で、スマートシティの質問をさせてもらいましたら、町長

はそのときに、これはどうしてしたかといいますと、この町内、この尾根伝い

に、ここは都市計画区域、区域と区域外との問題があるので、合併して１０年

のときの正月の新聞に、本町方式でしたけれども、本町だけが栄えて、ほかの

ところは衰退していく一方だという愛媛新聞に載ったことがありました。 

その後も、いろいろなところで、そういった格差の話を聞いておりまして、

その都合で、私は都市計画区域とそれ以外の地域と、この格差についてどう思
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うのかという質問を、本当はする気で、スマートシティを出しました。 

ですが、町長は、私はスマートシティについては、一切やる気はありません

と答弁をされた。 

スマートシティとはどういうものか。どうしてスマートシティについて、こ

の町はやろうとしていないのか、答弁をいただきたいと思います。 

 

議  長  （河野町長を指名） 

 

町  長  スマートシティについては、一切、私はやる気がありませんという答弁をし

た覚えはございません。 

今、流れとして、おっしゃられましたけれども、スマートシティ、コンパク

トシティ、国策としても、都度、国会の中でも論議されているところでござい

まして、その大切さというのは、私も十分に認識しているつもりです。 

ただ、きのうも申し上げましたように、非常に広い、県下で一番広い町でご

ざいまして、周辺部のところにも、十分配慮をしないといけないと、そういう

趣旨で申し上げたつもりでございます。 

私の話しぶりが悪くて、瀧野議員がそのように思われたということにつきま

しては、そうではないということを改めてお話を申し上げ、コンパクトシティ、

スマートシティ、立地適正化計画のこともあります。さまざまなところでこれ

を立てて、優位な補助金もいただかないといけない、そういうところももちろ

んわかっているつもりでございまして、中心地と、それからそうでない、非常

に人が少なくなっている地域、このあたりのことについても、配慮しながらと

いう趣旨で申し上げましたので、ひとつ御理解をいただきたいと思います。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  そういうことであれば、私が考えておるとおりでありまして、極端に少子高

齢化、極端な人口減少社会において、それぞれの地域をコンパクトにして、で

きるだけ経費のかからないやり方。 

スマートシティで、町長はそう、私は答弁されましたから、帰って、昨日も
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いろいろ調べさせていただきました。 

中山間の地域も含まれておる。昨日も、都市部だけか、その他と書いておる

んですね。その他と書いておるから、ほかの地域も構わないのかと、一般質問

では質問しておるんです。 

だから、私が心配するのは、今、町長が答弁したとおりのことなので、コン

パクトにするにしても、それぞれの地域に住んでおいでる人の意見、皆さんの

意見の中で、いろいろなことが進行していかなければいけない。 

ちょうどこれ、ここのところで、総合計画のお金も計上されておるし、そう

いうことで、計画をされるのであれば、障害者の件、多くの問題があると思う

んですね。 

先ほども言いましたけれども、私は上浮穴高等学校がなくなったら困ると思

っておる一人でありますし、本当に残すことができるようなことをやってもら

いたい。 

本当にスマートシティについては、昨日は、私は一切やる気はありませんと

答弁したんですよ。だから、その辺については、これ以上言いませんけれど、

しっかりと考えて、総合計画、頑張っていただくようにしてもらいたいと思い

ます。 

 

議  長  （河野町長を指名） 

 

町  長  私の申し上げ方が悪かったところもあろうと思いますから、そのあたりは御

理解いただきたいと思っております。 

今おっしゃられましたように、今年度かけて、総合計画を立案する大事な年

に入ってまいりますから、そのあたり、しっかりと心において、計画を立てて

いきたいと思います。 

 

議  長  よろしいですか。 

ほかに質疑される方、ありませんか。 

 

（なしの声） 
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議  長  ２款総務費については、質疑なしといたします。 

３款民生費について、何か質疑ありますか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

４款衛生費。質疑ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

６款農林水産業費。 

これについて、何か質疑ありませんか。 

 

（髙橋末廣議員を指名） 

 

髙橋議員  ６款に入るんだろうと思うんですが、以前、話題になった八幡山の事業費は、

どこに出ておるんでしょうか。 

 

議  長  （菅林業戦略課長を指名） 

 

菅 課長  髙橋議員の質疑にお答えいたします。 

合同専門委員会の中で説明申し上げました八幡山の舗装作業につきましては、

事業を見直しいたしまして、６款２項４目町有林事業費の中に、素材生産事業

や、作業道補修等町有林の管理に要する費用を計上しますというところの中に

入ってございます。 

基本的に、見直ししましたのが、舗装をやめまして、通常の作業道の補修と

いうような予算を計上いたしております。 

以上でございます。 
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議  長  髙橋議員、よろしいですか。 

はい、どうぞ。 

 

髙橋議員  よく理解できなかった。そしたら、舗装はやめたということですか。 

 

議  長  （菅林業戦略課長を指名） 

 

菅 課長  まず、この作業道を舗装する予定でしたが、それを見直しまして、舗装は行

わずに、重機等での補修というようなことにいたしております。 

以上でございます。 

 

議  長  （髙橋末廣議員を指名） 

 

髙橋議員  それが、この７５１万になるんですか。 

 

議  長  （菅林業戦略課長を指名） 

 

菅 課長  ７５１万は、町有林事業費全体の事業費でございます。 

この作業道の補修につきましては、約８００メートルの２００万程度の作業

道の補修でございます。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  合同専門委員会で説明されたとき、１，７００万やったと思うけれども、そ

れはどういう目的でやられる予定やったんですか。 

 

議  長  （菅林業戦略課長を指名） 

 

菅 課長  瀧野議員の質疑にお答えいたします。 
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八幡山森林公園へ行くまでの路程を整備したいと考えまして、舗装で整備し

たいというふうに、当初は考えておりました。 

以上です。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  それは町道ですか。 

 

議  長  （菅林業戦略課長を指名） 

 

菅 課長  町有林内の作業道でございます。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  町有林内の作業道ということは、林道と考えてええですか。まだ下、それよ

りも。 

 

議  長  （菅林業戦略課長を指名） 

 

菅 課長  林道ではございません。作業道でございます。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  合併してからも合併する前からもですが、林道の舗装については、やるよう

になっとるんですかね、普段から。 

 

議  長  （猪上建設課長を指名） 

 

猪上課長  瀧野議員の質疑にお答えいたします。 

林道事業も、負担金は必要ですが、舗装工事ありますが、実際はもう、林道
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に対しましては、路面整備等で実際やっているのが現状です。 

 

議  長  瀧野議員の本件に関する質疑は既に３回になりましたが、会議規則第５５条

ただし書きの規定によって、特に発言を許します。 

 

（瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  あると言いましたが、いつからそうなったんですか。条例変更があったんで

しょう。 

林道を舗装するということについては。 

 

議  長  （猪上建設課長を指名） 

 

猪上課長  私は確認はしていないのですけれども、林道舗装も分担金をいただければ、

実施できるということです。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  林道舗装については、旧面河村はされよったと思いますが、旧久万町でやっ

たことありますか。 

それと、それについて、合併後いつ条例をかえてやったんかは、答えないか

んでしょう。 

 

議  長  （猪上建設課長を指名） 

 

猪上課長  確認をして、また常任委員会のほうで御説明をさせていただいてよろしいで

しょうか。 

過去のことは、申しわけありません。わかりません。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 
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瀧野議員  後で結構ですが、林業課長、１，７００万円で組んで、合同専門委員会で説

明しながら、何でやめたんですか。そんなこと、普通ないでしょう。当初予算

で組んで。 

何か目的があって、やるようにしよったんでしょう。はっきり言ってくださ

い、はっきり。 

 

議  長  （菅林業戦略課長を指名） 

 

菅 課長  瀧野議員の質疑にお答えいたします。 

当初、当課が考えておりましたのが、八幡山の森林公園、皆様に使用してい

ただきたいということを目的としまして、使用していただくためには、そこま

での作業道がかなり悪いということで、まず作業道を舗装して、直したいとい

うふうに考えておりました。 

ただ、委員会の皆様から、いろいろと御意見をいただきまして、再度、検討

をいたしまして、まずは作業道を通常の路面整備をして、それから森林公園等

も整備を行った後、また再検討をしたいというふうに考えまして、予算計上を

見直した次第でございます。 

以上でございます。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  そのときに、私も言わせてもらいましたが、町道で、地元で大きな農地を一

人が持っといでて、受益者負担をよう払わんので工事ができない。水が家の中

をずっと通っている。そこはほったらかしとって、そんな工事を優先してする

のかと、質問させてもらいました。 

そしたら、そこでやめたんなら、その工事をやったらどうなんですか。町民

が困っておる工事を。 

委員会、結局、聞いてないということでしょう、人が言いよること。私はそ

ういうように言いましたよ。町長は、なぜそんなとこをするのかというたら、
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町外から来たお客さんに、森林セラピー、いろいろと久万高原町のいいところ、

それは町長さんがどう考えられようと構いません。そやけど、私は町民が困っ

ておる、実際に今、困っておるという話やねんけれども、それをやめるんなら、

困っておるところへどうして予算を回さんのですか。 

 

議  長  暫時休憩いたします。              （午後 ３時１４分） 

 

（休 憩） 

 

議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。       （午後 ３時２５分） 

休憩前の瀧野議員の質疑に対する答弁をお願いいたします。 

 

（猪上建設課長を指名） 

 

猪上課長  瀧野議員の質疑にお答えいたします。 

水路の水が住宅に入ってくるという件ですが、現地を確認して、一度、協議

をさせていただいたらと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議  長  瀧野議員、よろしいですか。 

ほかに。６款農林水産業費について、ありませんか。 

 

（中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  ６款、何款ということではないんですけれども、いろいろなところに、国補

助事業を活用して、というふうに書かれておりますが、予算書を見てもこれを

見ても、どれぐらいの割合で国の補助があるか、あと、起債とその他と、一般

会計というか、町単と、これがわからんかったら、私ら一応、そこの辺チェッ

クしたいと思うんですよ。これ、一々常任委員会でもどこでも聞きよったら時

間が相当かかると思います。 

全部の文書見たら、丁寧に経費を計上します、行いますとか、御丁寧に説明
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しておりますけれども、ここに書いておることは、計上しておるということを

前提であると思うので、その辺の文字数ものけていただいて、できればどれぐ

らいの割合で予算をされておるのかというのがわかるようにしていただけたら

と思うんですが、可能でしょうか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  中野議員の質疑にお答えします。 

常任委員会、月曜日になりますので、月曜日の段階では、補助事業について

は、この予算書の説明のところで財源内訳が入ってございますので、そこで説

明をさせていただくという形でよろしいでしょうか。 

 

議  長  （中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  概要書ですから、概要で簡単に、国１００、債２００、一般３００とかいう

ふうな感じでやっていただけとったら、判断がしやすいかなと思いますが。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  まず、この概要書の今の表記については、次回からのところで検討させてい

ただくということで、今回は常任委員会で、予算書で可能な限り説明をさせて

いただくということで進めたいと思います。 

 

議  長  よろしいですか。 

ほかにありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  ６款農業水産業費についての質疑を終わります。 

７款商工費について。 
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議  長  （髙橋末廣議員を指名） 

 

髙橋議員  ちょっと教えていただきたいんですが。 

７款１項２目、一番下の行ですが、ふるさと旅行村の高圧機器取り換え工事

を行います、３９０万の説明をお願いします。 

 

議  長  （木下ふるさと創生課長を指名） 

 

木下課長  髙橋議員の質疑にお答えします。 

高圧機器につきましては、それぞれ使用年数等、それぞれ保安点検を行いま

して、あらかじめ定められた年限等がございます。これを超過したものの取り

かえ工事になります。 

 

議  長  よろしいですか。 

ほかに、７款商工費について。 

 

（中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  ７款１項２目の観光振興総合プロデュース業務委託料を計上します３００万。

これ３００万をかけておりますが、費用対効果をどのぐらい見ておりますか。 

 

議  長  （木下ふるさと創生課長を指名） 

 

木下課長  中野議員の御質疑にお答えします。 

これにつきましては、さきの合同専門委員会で御説明、１回させていただき

ましたけれども、３００万の内訳といたしまして、３款美術館、博物館、天体

観測館等のそれぞれ戦略的な営業を行っていただくプロデュースというところ

で、１５０万程度。 

それから、あと１５０万が観光協会を中心として、観光振興のプロデュース
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を行っていただくというところで、１５０万程度を見込んでおります。 

これに対して、費用対効果でございますけれども、それぞれ、これについて

は、地方創生推進交付金事業を活用しております。達成目的につきまして、Ｋ

ＰＩを用いまして、達成目標をあらわしてございます。 

これにつきましては、またできました別途資料で御説明をさせていただいた

らと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

議  長  よろしいですか。 

ほかにありませんか。 

 

（玉井春鬼議員を指名） 

 

玉井議員  ７款１項２目の２段目の国民宿舎古岩屋荘の観光施設の修繕費を計上してい

ますが、どこを修繕するんですか。 

 

議  長  （木下ふるさと創生課長を指名） 

 

木下課長  玉井議員の質疑にお答えいたします。 

これにつきましては、一般的な観光施設の修繕費、予備的な経費も含んだも

のでございますけれども、古岩屋荘関係等、それぞれ観光施設の修繕費という

ところで、あらかじめ故障に対して修繕ですとか、そういう意味合いで、こち

ら計上させていただいております。 

 

議  長  （玉井春鬼議員を指名） 

 

玉井議員  古岩屋荘だけでは、どのくらいいっとるの。 

 

議  長  （木下ふるさと創生課長を指名） 

 

木下課長  玉井議員の質疑にお答えいたします。 
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古岩屋荘の修繕につきましては、５０万程度を見込んでおります。 

 

議  長  （玉井春鬼議員を指名） 

 

玉井議員  どのような修繕をするんですか。 

 

議  長  （木下ふるさと創生課長を指名） 

 

木下課長  玉井議員の質疑にお答えします。 

これにつきましては、トイレの修繕となっております。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  トイレの修繕ということですが、指定管理の契約を結んでおると思いますが、

大きな金額においては、例えば所有者の責任とかいうようなこともあったと思

いますが、一概にトイレといっても、１個だけですか、２個ですか、３個です

か。その辺ちょっと。 

 

議  長  （木下ふるさと創生課長を指名） 

 

木下課長  瀧野議員の質疑にお答えいたします。 

このトイレの修繕につきましては、内容が３階のトイレでございますけれど

も、トイレの下のコンクリートがはがれ落ちておりまして、そこからトイレの

排水が下に漏れるというふうな故障でございます。 

これにつきましては、従前から、今の指定管理者からそれぞれ、そういう現

状だというような報告も受けておりましたけれども、排水の程度がさほどでな

かったものですから、対応を今までしておりませんでしたけれども、かなり排

水の下に落ちる状況がひどくなってきたというようなところで、対応をさせて

いただきます。 

なお、言われましたように、指定管理協定に基づきまして、それぞれ修繕等
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は対応してまいります。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  古岩屋荘も、当時は４億を超えるような建築費をかけたわけで、随分時間も

たって、町営でやっておったんでは、なかなか職員の給料は高いですから、合

わないというようなことで、指定管理にして、民間の活性化で何とかやろうと

いうことになったと思いますが、今後は修繕が随分出てくると思うんやね。こ

の辺について、指定管理をしておる施設の大きな修繕なんかについては、どの

ような考え方を持っておりますか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  瀧野議員の質疑にお答えします。 

今、さまざまな町有施設の指定管理の費用負担のあり方というのは、先ほど、

ふるさと創生課長が申しましたように、一つの基準を、ルールを設けて、どの

施設も対応をいたしております。 

瀧野議員の質疑の大規模修繕、要するにリニューアルとか、そういったとこ

ろの負担というところは、非常にこれは財政的なものも伴いますし、相手もあ

るというところですので、これについては、施設そのものの耐久性とかという

ところで、今年、来年で策定いたします個別計画のところでも出てくるという

ふうに思います。 

そういったところで、今、具体的にこの施設はこうだというところではなく

して、個別具体的に、これは協議が必要だというふうに思います。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  今、総務課長からの答弁の中にもありましたが、これは、今ここですぐ答弁

ができたりするようなことではないと思います。 

全体、町有施設は随分ありますから、先ほども固定資産台帳をと言いました
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が、これらも全て入っておるわけで、そこら辺も、町有施設の将来、さあここ

をどうしていくかということは、以前にも委員会を立ち上げてやりましたが、

十分にできてないと思います。 

この件についても、やるかやらないか、答弁ください。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  瀧野議員の質疑にお答えします。 

まず、急がれるところは、今、町有施設の個別計画をしっかりとつくってい

きたいというふうに思います。その後の検討につきましては、個別計画をもと

に、各個別の施設の協議というのは、当然、必要になりますので、その場は設

けていく必要があるというふうに思います。 

 

議  長  よろしいですか。 

ほかに質疑される方。 

 

（中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  ７款１項２目のゆりラボの活動支援。これ、前に説明は受けたと思うんです

けれども、企業センター支援及び運営業務委託料ということですが、この企業

支援センターは、どういうふうなことをされるんですか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  中野議員の質疑にお答えをいたします。 

７款には入ってございますが、この事業については、総務課のほうで推進を

しております。 

今回の予算の内容ですけれども、ゆりラボの運営支援として、愛媛大学、そ

れからエティックという、東京で今、活動をしている会社がございます。ここ

はもう、今、指導支援をいただいておりますので、引き続き、来年も受けたい
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というところが、それからメンターとしての委託費として４００万円、それか

ら、ゆりラボ運営業務の委託ということで、これは具体的に運営をしていただ

いている方に、委託費として３００万円。 

それから、ゆりラボの活動拠点として、町内の施設のリニューアルというと

ころで１，０００万円、そういう計画でございます。 

 

議  長  （中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  リニューアル１，０００万、話伺いましたが、しっかりとした青写真はでき

てなかったように記憶しておるんですけれども、どこをどういうふうにやられ

るかの細かい計画、教えていただけますか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  リニューアルですけれども、このリニューアルの計画自体も、ゆりラボのメ

ンバーの中に設計の者がおりますので、これについても、ゆりラボのメンバー

の中でのいろいろな構想というところでございます。 

中身は、コンセプトとしては、いろんな方が、起業を目指している方、ある

いはさまざまな方がここへ集まってこれる。そこで情報の共有をしたり、情報

の発信をしたりという機能を考えております。 

ここでそういった情報の機能が発信することによって、各方面に波及して、

起業の具体化に結びつければというふうに考えております。 

中身といたしましては、受付でありますとか、畳の間を設けたりとか、ある

いは木工の場合の工具をそろえたりとか、そういったところで、いろんなとこ

ろで皆さんがチャレンジできる、交流できる場というコンセプトを考えており

ます。 

 

中野議員  どないするかという、どこでというのは、まだないんですか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 
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佐藤課長  場所は、今予定しておりますのは、旧の商店街の一角の空き店舗を活用した

いというふうに考えております。 

 

議  長  よろしいですか。 

 

中野議員  番地を教えてもらえませんか。 

 

議  長  場所を明確にできませんか。 

 

（佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  契約とかという行為がまだですので、申し上げられませんけれども、場所と

しては、遍路道を郵便局からおりていって、そこから大宝寺へ向かう途中のと

ころでありますと、インバウンドとかの方も立ち寄れるというようなところで、

選定をしたいところでございます。 

 

議  長  よろしいですか。 

 

（中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  通常のリニューアルという事業をやる場合、設計委託料であるとか、いろい

ろなものが発生したりして、契約の際に、いろいろなこともせんといかんのや

ないかと思うんですけれども、こういう場合は、事業の中でリニューアル工事

を、内部の設計者がおったり、やられる方がおる場合は、１，０００万ぽんと

出しても構わんですか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  ゆりラボが主体になって、リフォームをするというイメージで、そういう形
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を考えていますので、委託をして、そこがゆりラボのメンバーも一緒に参画を

して、整備をしていくということで、今までにないやり方を、民間も、ゆりラ

ボのメンバーも入って、事業を進めていこうということで、これについては進

め方というのは、実施までには十分検討していきたいというふうには思ってお

ります。 

 

議  長  中野議員の本件に関する質疑は既に３回になりましたが、会議規則第５５条

ただし書きの規定によって、特に発言を許します。 

 

（中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  例えば、ゆりラボというふうなことで事業を組んで、予算を組まれておるわ

けですが、地域のＮＰＯ法人であるとか、地域住民の集まりとかで、こういう

ふうなことをするということで、こういう計画を立てれば、こういうふうな柔

軟な対応も、これからはしていただけるというふうに捉えてよろしいでしょう

か。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  中野議員の質疑にお答えします。 

今回のゆりラボというのは、中間支援組織の育成という観点でもございます

ので、そういったところでは、町内、これからそういう動きも、これを参考に、

増えればというふうに期待もしております。 

そういうところを踏まえながら、今回のやり方というのは、非常に重要にな

ってまいりますので、しっかり検討をしていきたいというふうに思います。 

 

議  長  よろしいですか。 

ほかにありませんか。 

 

（熊代祐己議員を指名） 
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熊代議員  ７款全体の、ところどころで、いろんなイベント等をやっていることについ

て、お聞きしたいんですが。 

いろんなイベントをして、ふるさとまつりとか、いろんな祭り関係もですが、

それについて、人が何人来たとか、どれぐらい動いたかというデータというの

は、とっておられるかいないのか、そのあたりをお聞かせください。 

 

議  長  （木下ふるさと創生課長を指名） 

 

木下課長  熊代議員の質疑にお答えいたします。 

それぞれイベントに応じまして、一人一人お客様をカウントするわけにはま

いりませんので、それぞれのお越しになった車の台数ですとか、それぞれその

区画に来ていただいておるお客様の数等を見越しまして、公称何人というとこ

ろで、マスコミ発表もございますので、それぞれ見込み客数については、つか

めるものについては、算出をしております。 

以上です。 

 

議  長  （熊代祐己議員を指名） 

 

熊代議員  ちょっと総務課長にお聞きしたいんですけれども、今後の交流人口等を町で

データ化して、今後残していく。例えば、何をやったら、どこにどれだけの人

が流れるかというようなデータをとっていくということは、今まで聞いたこと

はないんですけれども、この先やっていかれるつもりがあるかないかを、お聞

かせください。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  熊代議員の質疑にお答えいたします。 

どこまでの制度でそういう数字を押さえていくかというのは、非常にまだ、

多くの課題があろうと思いますけれども、一つの把握の仕方といたしましては、
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ＲＥＳＡＳという統計調査がございます。その中では、周辺の久万高原町外も

含めて、例えばスマートフォンでありますとか、ナビの検索が一番多いのがど

こかとか、そういう統計データは、公表されております。 

そういった町以外の統計データをしっかりと把握するというところが、一つ

の方法とありますし、熊代議員が言われるのは、町独自でそういったデータを

押さえていくかというところは、これは今すぐに、具体的にどうということは

できませんけれども、昨日の一般質問でも、中野議員にもありましたように、

検証という意味では、非常に大事なことだというふうに思いますので、これは

課題として捉えていきたいというふうに思います。 

 

議  長  （熊代祐己議員を指名） 

 

熊代議員  先ほど、中野議員も言われましたが、費用対効果というところで、検証です

よね。このあたり、携帯電話のキャリアさんなんかでも、人口動向、電波でつ

かんでいったりとか、四国でいいますと、高松市なんかは、スマートシティで、

どこの場所に、インバウンド、外国の人が来たら、何人がどこに行ったかまで

がデータ化されているというのがあるわけなんですよね。 

それをもとに、投資ではないですけれども、ここにはこれだけのお金を入れ

ても回収ができるとかというふうなことを、ちゃんと考えてやっているという

のがあって、今後、僕が思うのは、町に入ってくる人の流れもつかむべきだろ

うし、イベントも、人がたくさん来るイベントは、もっと資金を増やすなりし

てもいいと思うし、それで判別するじゃないですけれども、やっぱり一つの検

討の材料として、データはこれから絶対残していくべきだというふうに思いま

すので、そのあたりはまた、今後、考えていただいたらと思います。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  熊代議員の質疑にお答えします。 

今、提案いただいたように、ＮＴＴのデータを使うとか、我々も、まだまだ

不勉強なところもありますので、そういったところ、どういうやり方があるか
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というところも、皆さんに一緒になってお聞きもしながら、こういう活用方法

があるとかというところも、この検討も、役場だけでなるんではなくして、い

ろんなところも入っていただいて、いろんな情報を共有しながらというところ

が大事になるというふうに思いますので、今後ともまた協議いただきながら、

進めさせていただいたらと思います。 

 

議  長  よろしいですか。 

ほかに質問される方、ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  それでは、７款商工費の質問を終わります。 

８款土木費について、何か質問ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質問なしと認めます。 

９款消防費について、質問ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質問なしと認めます。 

１０款教育費について、質問ありませんか。 

 

（玉井春鬼議員を指名） 

 

玉井議員  １０款１項２目ですが、町内学校遊具の補修といって９３９万出ておるわけ

ですが、どういう補修をするのか、お聞きしたいと思います。 

 

議  長  （辻本教育委員会事務局長を指名） 
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辻本局長  玉井議員の質疑にお答えします。 

昨年度、町内の幼稚園、小学校の遊具の点検をしておりまして、それに基づ

いた修繕を行うこととしております。 

 

議  長  （玉井春鬼議員を指名） 

 

玉井議員  遊具の補修で９３９万３，０００円も要るんですか。 

 

議  長  （辻本教育委員会事務局長を指名） 

 

辻本局長  玉井議員の質疑にお答えします。 

全ての遊具の点検をしておりまして、小さなものから大きいものもあるとい

うことで、業者の見積もりではございますが、この程度の額が出ておりました

ので、計上させていただいておるということでございます。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  関連で質問させてもらいますが、遊具というのは、大体、高いものや。普通

のものと比べて随分高い。修理代はまた、特に高い。これは今まで、久万高原

町が何回も修理してみて、これはわかっているわけです。 

高い上に、わからん人が、それを見積もりとると余計に高うなる。だから、

十分に専門的な知識を持って見積もりをとらんと、高い上にまた高くなる、こ

れではいかんと思います。それはどうですか。 

 

議  長  （辻本教育委員会事務局長を指名） 

 

辻本局長  瀧野議員の質疑にお答えをいたします。 

専門の業者で、当然、見積もりはとってしなければならないと思います。 

昨年、実施した詳細についても、専門の遊具の業者に委託をしておりますの
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で、また精査しながら進めてまいりたいと思います。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  先般、議会も全部集まって、新型のコロナウイルスの対策について、いろい

ろと話し合いをしました。 

再度、教育委員会もいろいろな面で大変であったろうなというふうに思うわ

けであります。そういった中で、子供たちであったり、ＰＴＡの皆さん、仕事

を持ちながら、子供たちのことで大変だと思うんですね。 

いろいろなところで子ども食堂が立ち上がって、ボランティアであったり、

ＮＰＯ法人であったり、いろいろな活動をしておりますが、大変なというのは

わかるんですが、それを中心的に考えられる教育長さんとして、先般の流れの

中で、当分の間、大変な時期が続くと思いますが、その辺についてのお考えあ

りますか。 

 

議  長  （小野教育長を指名） 

 

教 育 長  コロナ対策ですが、大変緊迫度を増す中で、厳しい状況で対応しております。 

さきに議会のほうにこの状況を説明して、そのときに、かなり不安の声など

をいただきましたが、これは町民の声として、真摯に受けとめております。 

その後、周辺の状況が目まぐるしく、刻々と変わってまいりまして、それに

対応しておるわけですけれども、現在、休校中でございますが、休校中の子供

たちの様子を、まずお知らせをしておったらと思います。 

３日から休校措置をとりました。３日から、さぞ家庭のほうは大変な状況で、

御心配の中、子供の居場所ということで、幼稚園、小学校、中学校、それから

こども園に殺到するだろう。それを何とかさばかないかんなという対応をとっ

ておりましたけれども、３日の日、幼稚園ゼロ、小学校ゼロ、中学校ゼロ、こ

ども園の学童保育が９人。初日ですので、まだまだ緊張の中で、こうした数字

だったのかなと。その後の推移ですけれども、翌日４日が、全体で申しますと

６名、それから昨日５日、１６名、本日６日、１２名を確認をしております。 
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こうしたことに、現場の先生方、支援員の方々、精いっぱい対応をしてもら

っておる状況です。 

町が抱えておりますＡＬＴも２名、教育委員会に朝から出勤をしまして、そ

れぞれ対応が欲しいところに派遣をして、英語で遊んだり、そうした対応もし

てもらっています。 

ただ、今回、予想に反して居場所を求めて、園や学校に押し寄せてない状況

でございますけれども、これから子供たちがだんだんだれてきたり、保護者も

面倒を見切れないところも出てきたり、数は増えるものと予想して、その対応

に万全を期すつもりです。 

そして、人数が少ない背景には、今回、幼稚園やこども園の子供だけがお休

みになったんじゃなくて、兄弟のおるとこはお兄ちゃんやお姉ちゃんも一緒に

休みになっているところから、家庭では兄ちゃんや姉ちゃんに小さい下の子を

見てやってよとお願いをして出れるケースがあるのかなと、そんなことも思っ

ておりますけれども、いずれにしても、学校を頼って、居場所を求めてくる子

供たちはこれから増えるだろう。その対応をしっかりとしていくつもりでござ

います。 

以上です。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  再質問の分まで答弁をいただきましたが、私が質問したのは、今の説明をし

てくれとは言ってないですね。ボランティアやいろんなＮＰＯ法人などが、こ

ども食堂、地域で大変なときに、食事の世話をしたりしよりますが、この久万

高原町内では、そういったものを望む皆さんはおいでんのですかと言うたんで、

そのことだけ答弁してもらったらよかったんです。 

はっきり言うて、食べ物屋さんあたりも、今回の影響でみんな暇ですね。そ

ういうふうな意見も、私も聞きましたから、まちなか交流館あたりを使って、

できたらそういうふうなことをされたらいいんじゃないかな。やりますよと、

子供らおります。 

そやから、もうちょっと違うほうに発想して答弁してくださいよ。これはど
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うなんですかね。そういう子供さんはおいでんのですか。 

 

議  長  （小野教育長を指名） 

 

教 育 長  お答えをいたします。 

以前、入野福祉館を拠点に、こども食堂の動きが始まりましたけれども、実

際には、運営上のスタッフの確保等は十分にできなくて、今、中断をしており

ます。この件、また再度、研究をしながら進めていくということは重要なこと

だと考えております。 

なお、今、御提案をいただきました町内の業者の方々との連携、こういった

ことは重要なことだと思いますので、これから研究をして、前向きに取り組ん

でまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

以上です。 

 

議  長  （瀧野 志議員を指名） 

 

瀧野議員  先般も言いましたが、安倍総理は２週間と言われたので、これから研究しな

がら、いろいろ検討してまいりたい、では遅いと思うんですね。 

やはり、この間も危機管理の話をしましたが、こうやって起きた、４日から、

本当は９日からやった。だけど、３日からされたんやったら、そこら辺もトー

タルで考えて、いろいろな対策を考えていかないかんと思うんですね。 

最終責任は町長さんかもわかりませんが、その辺は、事業の中では教育長さ

んが陣頭指揮をとらないかん。 

日ごろから、かなりお話はされるんですが、案外、行動は遅いというんじゃ

ないかなと私は考えますが。どうなんですかね、今後の危機管理について、も

しこういったことが起きたときには、そういった早い、全体に気配り、目配り

のできた行動をしたいというふうなことはありますか。 

 

議  長  （小野教育長を指名） 
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教 育 長  今後は、素早い対応を考えたらと思いますが、町の対策本部と十分連携をし

ながら、進めてまいりたいと、そのように思っております。 

以上です。 

 

議  長  よろしいですか。 

ほかに質問ありませんか。 

はい、どうぞ。 

 

髙橋議員  ちょっと、どういうことをしているのかわからんので、質問させてもらいま

すが。 

１０款５項１目社会教育総務費の上から３番目、学校を拠点とした地域のコ

ミュニティー促進のため、学校と地域の連携事業補助金を計上します。１６５

万、どんな事業をされておるんですか。 

 

議  長  （辻本教育委員会事務局長を指名） 

 

辻本局長  遅くなって済みません。髙橋議員の質疑にお答えをいたします。 

小学校等を拠点といたしまして、保護者や地域の方とともに、子供たちを育

成していくような事業でございまして、令和２年度には、面河小、父二峰小、

美川小とかで実施をする予定となっております。 

 

議  長  （髙橋末廣議員を指名） 

 

髙橋議員  どういう事業をされるかということを聞いたんですが。 

 

議  長  事業の内容ですね。 

１０分間、休憩をいたします。          （午後 ４時０５分） 

 

（休 憩） 
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議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。       （午後 ４時１６分） 

教育委員会のほうの答弁を求めます。 

 

（辻本教育委員会事務局長を指名） 

 

辻本局長  髙橋議員の質疑にお答えをいたします。 

先ほど、私、３校と申し上げたんですけれども、今、御質疑のあった事業の

上段の事業と勘違いといたしておりまして３校と申し上げましたが、実際には

小学校、中学校全ての１１校に、一律に１５万円の補助金をお渡しして、地域

住民と連携した取り組みを、各学校でしていただいているものでございまして、

取り組みについては、それぞれの各学校で違ってまいります。学校によって、

しているものにつきましては、しめ縄をつくったりですとか、太鼓の練習をし

たりですとか、いろんなことがございますので、それぞれ異なっております。 

以上でございます。 

 

議  長  （髙橋末廣議員を指名） 

 

髙橋議員  ということでしたら、上の県の補助事業を活用して、学校、家庭、地域連携

事業を実施します。３校で４２７万、これはどういうことでしょうか。 

 

議  長  （辻本教育委員会事務局長を指名） 

 

辻本局長  髙橋議員の質疑にお答えをいたします。 

これにつきましては、放課後のこども教室だったりとか、家庭教育支援等の

地域子育て支援センターの会場としての子育て家庭の集いの場の育成の場を提

供している相談事業などを行っております。 

こども園等の事業に対する補助金等の事業でございます。 

 

議  長  （髙橋末廣議員を指名） 
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髙橋議員  ４２７万いうたら、非常に大きな事業ですが、３校でしておるということは、

３校しか必要性がないということですか。 

 

議  長  （辻本教育委員会事務局長を指名） 

 

辻本局長  先ほどの３校は、間違ってございまして、申しわけございません。地域連携

事業につきましては、こども園に対しての事業のほうでございましたので、先

ほどの３校については、間違いでございました。失礼いたしました。 

 

議  長  髙橋議員、よろしいですか。 

ほかにありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  １０款教育費についての質疑を終わります。 

１１款災害復旧費について、何か質疑ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  １１款については、質疑を終わります。 

１２款公債費について、質疑ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

１３款予備費について、ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 
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全体を通して質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、所管の常任委員会に付託の上、審査することにしたいと思

いますが、御異議ございません。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２８号は、所管の常任委員会に付託することに決定しま

した。 

 

議  長  日程第２８、議案第２９号「令和２年度久万高原町国民健康保険事業特別会

計予算」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（林住民課長を指名） 

 

林 課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 
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お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２９号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をしました。 

 

議  長  日程第２９、議案第３０号「令和２年度久万高原町国民健康保険診療所事業

特別会計予算」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（渡部病院事業等統括事務長を指名） 

 

渡部事務長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 
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議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３０号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をいたしました。 

 

議  長  日程第３０、議案第３１号「令和２年度久万高原町後期高齢者医療保険事業

特別会計予算」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（林住民課長を指名） 

 

林 課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３１号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をいたしました。 
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議  長  日程第３１、議案第３２号「令和２年度久万高原町介護保険事業特別会計予

算」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（西森保健福祉課長を指名） 

 

西森課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３２号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をいたしました。 

 

議  長  日程第３２、議案第３３号「令和２年度久万高原町訪問看護事業特別会計予

算」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（渡部病院事業等統括事務長を指名） 
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渡部事務長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３３号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をしました。 

 

議  長  日程第３３、議案第３４号「令和２年度久万高原町農業集落排水事業特別会

計予算」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（釣井環境整備課長を指名） 

 

釣井課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 
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質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託の上、審査することにしたいと

思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３４号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

いたしました。 

 

議  長  日程第３４、議案第３５号「令和２年度久万高原町公共下水道事業特別会計

予算」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（釣井環境整備課長を指名） 

 

釣井課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 
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お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託の上、審査することにしたいと

思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３２号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

いたしました。 

 

議  長  審議途中ではありますが、ここでお諮りします。 

時間を延長したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、時間延長することに決定しました。 

会議を続けます。 

 

議  長  日程第３５、議案第３６号「令和２年度久万高原町浄化槽事業特別会計予

算」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（釣井環境整備課長を指名） 

 

釣井課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 
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（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託の上、審査することにしたいと

思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３６号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

いたしました。 

 

議  長  日程第３６、議案第３７号「令和２年度久万高原町凶荒予備事業特別会計予

算」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（菅林業戦略課長を指名） 

 

菅 課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 
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本案については、産業建設常任委員会に付託の上、審査することにしたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３７号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

いたしました。 

 

議  長  日程第３７、議案第３８号「令和２年度久万高原町分譲宅地造成事業特別会

計予算」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（木下ふるさと創生課長を指名） 

 

木下課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託の上、審査することにしたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 
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議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３８号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

いたしました。 

 

議  長  日程第３８、議案第３９号「令和２年度久万高原町立病院事業会計予算」を

議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（渡部病院事業等統括事務長を指名） 

 

渡部事務長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（髙橋末廣議員を指名） 

 

髙橋議員  議案概要書のほうの資本的収支及び支出のところの収入の部の内容は、次の

とおり、企業債１，５００万、他会計からの長期借入金１，５００万になっと

るけど、これ合うとるんですか。 

 

議  長  （渡部病院事業等統括事務長を指名） 

 

渡部事務長  済みません。議案概要書の５３ページの下段のほうですね。これは１５０万

円と１５０万円の誤記入ですので、御訂正をお願いします。 

 

議  長  よろしいですか。 

ほかにありませんか。 

 



 

－ 110 － 

（熊代祐己議員を指名） 

 

熊代議員  今のところのもう１段上の、収入予定額が２，２００万１，０００円になっ

ておるけれども、議案書のほうは２，０００円になっとるね。これも間違うと

るんじゃないかと思いますが。 

 

議  長  （渡部病院事業等統括事務長を指名） 

 

渡部事務長  議案概要書の説明書のほうが誤記入となっておりますので、訂正をお願いい

たします。 

議案概要書の説明の下段、３、資本的収入及び支出の収入の予定額は、２，

２００万１，０００円となっておりますが、２，０００円の誤記入です。 

 

議  長  よろしいですか。 

ほかにありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３９号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をいたしました。 

 

議  長  日程第３９、議案第４０号「令和２年度久万高原町立老人保健施設事業会計
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予算」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（渡部病院事業等統括事務長を指名） 

 

渡部事務長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４０号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をしました。 

 

議  長  日程第４０、議案第４１号「令和２年度久万高原町簡易水道事業会計予算」

を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（釣井環境整備課長を指名） 
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釣井課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託の上、審査することにしたいと

思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４１号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

しました。 

 

議  長  お諮りします。 

日程第４１、議案第４２号、日程第４２、議案第４３号の指定管理者の指定

に関する２件を一括議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

副 議 長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４２号、議案第４３号の指定管理者の指定に関する２件

を一括議題とすることに決定しました。 

提案理由の説明を求めます。 
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（篠﨑農業戦略課長を指名） 

 

篠﨑課長  議案に基づき説明 

 

議  長  続いて、提案理由の説明を求めます。 

 

（木下ふるさと創生課長を指名） 

 

木下課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑については、１件ずつ行います。 

議案第４２号「農村集落古味多目的施設の指定管理者の指定について」質疑

を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託の上、審査することにしたいと

思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４２号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

いたしました。 

 

議  長  議案第４３号「久万高原町おもごふるさと市場・久万高原町面河特産品開発
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センターの指定管理者の指定について」質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託の上、審査することにしたいと

思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４２号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

いたしました。 

 

議  長  お諮りします。 

日程第４３、議案第４４号、日程第４４、議案第４５号の町道路線の認定・

変更に関する２件を一括議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４４号、議案第４５号の町道路線の認定・変更に関する

２件を一括議題とすることに決定をしました。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（猪上建設課長を指名） 

 

猪上課長  議案に基づき説明 
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議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑について、１件ずつ行います。 

議案第４４号「町道路線の認定について」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託の上、審査することにしたいと

思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４４号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

しました。 

 

議  長  議案第４５号「町道路線の変更について」、質疑を行います。 

質疑される方はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託の上、審査することにしたいと

思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 
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議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４５号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

しました。 

 

議  長  日程第４５、「議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」を議題としま

す。 

お諮りします。 

議会運営委員長から、久万高原町議会会議規則第７５条の規定により、別紙

のとおり本会議の会期日程等議会運営に関する事項について、閉会中の継続調

査の申し出がありましたので了承したいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、「議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」は承認するこ

とに決定をしました。 

 

議  長  本定例会の付託議案について、各委員会は会期中に審査し、３月１６日の本

会議に委員長報告をお願いします。 

お諮りします。 

本日の会議はこれにて散会したいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、本日の会議はこれにて散会することに決定しました。 

本日は、これで散会します。           （午後 ５時２９分） 

なお、９日は、午前９時３０分から、総務文教厚生常任委員会、翌日１０日

は、午前９時３０分から、産業建設常任委員会を、町民館２階議会議員控室で
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開催して、付託議案の審査をお願いします。 

また、３月１６日は、午前１０時から開催いたします。 

 

事 務 局  （終 礼） 

 

 


